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築
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政
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損
」
お
よ
び
「
違
法
事
由
」

目

次

は
じ
め
に

第
一
章
隣
人
訴
訟
の
前
史

第
二
章
隣
人
訴
訟
の
承
認

第
一
節
戦
後
法
制
の
概
観
(
以
上
、
四
一
巻
一
号
)

第
二
節
隣
人
訴
訟
の
承
認

第
三
章
隣
人
訴
訟
の
発
展

第
一
節
法
制
度
の
概
観

第
一
款
現
行
建
築
法
制
の
概
観
(
以
上
、
四
一
巻
二
号
)

大

西

有

第
二
款
行
政
訴
訟
制
度
の
仕
組
み

第
二
節
隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
判
例
の
検
討

第
一
款
保
護
規
範
説
に
も
と
づ
く
判
例
の
検
討

一
ラ
ン
ト
建
築
法

二

完

全

B
プ
ラ
ン
(
以
上
、
四
一
巻
三
号
)

コ
一
若
干
の
検
討

四
連
邦
建
設
法
三
四
条
・
三
五
条

第
二
款
学
説
(
《
保
護
規
範
説
》
)
(
以
上
、
本
号
)

北法41(4・61)1521 



説

第
三
章

隣
人
訴
訟
の
発
展

三A
H問

第

節

隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
判
例
の
検
討

第

""" 耳へ

保
護
規
範
説
に
も
と
づ
く
判
例
の
検
討

若
干
の
検
討

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
判
例
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
判
例
の
と
る
隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
方
法
を
検
討
し
、
《
画
定
可
能
説
》
の
根
拠
を
探
究

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
方
法

第
一
に
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
判
断
す
る
方
法
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
は
文
言
(
巧
。

E
E
C解
釈
に
よ
る
、
と
い
う
の
は
異

論
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
す
ま
な
い
か
ら
紛
糾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
言
解
釈
の
み
を
語
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
代
わ
る
他
の
手
段
が
考
え
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
登
場
し
た
か
ぎ
り
で
も
次
の
も
の
が
あ
っ
た
。

《
画
定
可
能
説
》
で
あ
る
。

《
交
換

関
係
説
》
、
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《
交
換
関
係
説
》

こ
の
説
は
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
判
決
が
採
用
し
て
以
来
、
裁
判
所
は
も
と
よ
り
、
学
説
上
も
広
く
流

布
し
た
見
解
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
《
交
換
関
係
》
が
典
型
的
に
認
め
ら
れ
る

B
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
な
ぜ
建
築
的
利
用
の
寸
用
途
」
指
定
に
だ
け
隣
人
保
護
的

性
格
が
認
め
ら
れ
、
「
密
度
L

指
定
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
、
が
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
裁
判
官
(
現

長
官
)

で
あ
る
ゼ
ン
ド
ラ

l
(印
。
ロ
門
出
角
)

が
、
寸
用
途
L

指
定
と
比
較
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

「
他
方
、
建
築
的
利
用
の
密
度
に
関
す
る
規
定
(
〈

2
R宵
5
2
)
に
お
い
て
、
事
情
は
典
型
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
規
定
の

無
視
は
隣
人
に
と
っ
て
腹
の
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
彼
の
土
地
の
利
用
は
、
通
例
打
撃

(
σ
2
Z可阻
n
Z百
円
)
さ

小
川
イ
、
、
通
常
隣
J
1
f
J
ヴ
イ
提

4
A
仇
必
引
益
ゆ
価
値
評
価
一
fHAArJ唱
)
も
ま
た
、
当
該
規
定
違
反
に
対
し
隣
人
に
排
除
権
(
〉
σ巧
岳
R
R
Z
)

が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
は
行
な
わ
れ
な
い
。
L

建
築
的
利
用
の
密
度
に
関
す
る
指
定

q
g
Z
2
2ロ
肉
)
に
つ
い
て
L

「
私
は
広
く
流
布
し
た
見
解
が
そ
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
す
る
の
を
適

当
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
土
地
が
[
指
定
よ
り
も
]
高
度
に
利
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
、
隣
人
[
原
告
]

の
土
地
が
有
す
る
回
有
の
利
用
可
能
性
は
打
撃
さ
れ
ず
、
ま
た
、
彼
に
課
さ
れ
た
制
約
の
意
義
は
通
例
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
寸
[
他
の
]

隣
人
に
過
少
な
土
地
税
が
課
さ
れ
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
隣
人
〔
原
告
]
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
を
段
損
(
〈
R
ぽ
ぽ
同
)
諮
れ
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
建
築
的
利
用
の
用
途
に
関
す
る
指
定
を
特
徴
づ
け
る
典
型
的
な
交
換
関
係
が
欠
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
ゴ
チ
ッ
ク
原

文
、
傍
点
引
用
者
)

み
ぎ
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
建
築
的
利
用
の
「
密
度
」
指
定
に
違
反
し
た
場
合
に
問
題
と

な
る
隣
人
の
利
益
は
、
救
済
に
値
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
指
定
に
反
し
た
高
度
の
土
地
利
用
は
、
隣
人
固
有
の
土
地
利
用

を
妨
害
し
な
い
。
第
三
に
、
「
密
度
」
指
定
に
お
い
て
、
関
係
者
間
で
の
「
利
益
」
と
「
損
失
L

と
の
《
交
換
関
係
》
が
成
り
立
た
な
い
。

と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
、
「
密
度
」
指
定
に
お
い
て
も
《
交
換
関
係
》
の
成
立
を
語
る
こ
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以
上
の
中
で
第
一
点
が
最
も
重
要
で
は
な
い
か
、



説

と
の
指
摘
を
し
た
。
こ
の
場
合
の
「
損
失
」
と
は
、
容
積
率
指
定
な
ど
に
よ
る
土
地
利
用
の
制
限
で
あ
り
、

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

論

「
利
益
」
と
は
過
大
な
容
積
率
な
ど
を
有
す
る
建
築
物
の
出
現
に
よ
っ
て
採
光
・
通
風
な
ど
の
阻
害
を
被
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ゼ
ン
ド

ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
、
採
光
・
通
風
な
ど
の
利
益
は
、
排
除
権
を
与
え
て
ま
で
保
護
す
る
必
要
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で
は
《
交
換
関
係
》
は
語
る
に
及
ば
ず
成
り
立
た
ず
(
第
三
点
)
、
採
光
・
通
風
な
ど
の
阻
害
は
、
土
地
利
用
妨
害
の
範
曙
に
入
ら
な
い
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
(
第
二
点
)
。

こ
の
よ
う
に
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
当
初
の
判
例
に
お
い
て
、
採
光
・
通
風
な
ど
の
利
益
は
無
視
さ
れ
た
、
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
西
ド
イ
ツ
で
は
私
法
に
お
い
て
も
、
「
日
照
通
風
妨
害
な
ど
消
極
的
な
侵
害
L

は
所
有
権
に
も
と
づ
く
保
護
を
亨
受
し
な
い
と

さ
れ
る
一
方
で
、
住
居
地
域
に
工
場
が
建
築
さ
れ
る
な
ど
、
「
用
途
」
指
定
違
反
で
、
通
常
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
、
ガ
ス
・
蒸
気
・
臭

気
・
煙
・
す
す
・
熱
・
音
響
・
振
動
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
侵
害
に
つ
い
て
は
、
み
ぎ
の
保
護
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
私
法
の
状
況
が
公
法
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は

採
光
・
通
風
な
ど
の
利
益
に
対
す
る
低
い
評
価
を
示
し
て
い
る
、

な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
に
と
っ
て
、
係
争
利
益
の
種
類
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。

少
な
く
と
も
、
採
光
・
通
風
な
ど
の
利
益
は
無
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
利
益
の
種
類
が
重
要
だ
と
う
こ
と
は
、
隣
人
の
権
利
利

益
に
対
す
る
打
撃
の
程
度
が
重
要
だ
、
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、

採
光
・
通
風
な

ど
が
も
っ
ぱ
ら
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、

打
撃
の
程
度
は
未
だ
小
さ
く
、

権
利
救
済
手
段
を
与
え
る
に
は
お
よ
ば
な
い
、

と
い
〉
フ
目
丙
ム
口
い

に
で
あ
る
。
問
題
は
、

採
光
・
通
風
な
ど
、

以
上
の
判
例
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
利
益
に
対
す
る
打
撃
の
程
度
が
重
大
と
な
っ

た
と
き
に
は
、

隣
人
保
護
的
性
格
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

で
あ
る
。

打
撃
の
重
大
性
ゆ
え
に
係
争
利
益
の
種
類
の
判
断
が
変
わ

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

み
ぎ
引
用
部
分
に
つ
守
つ
け
て
、

建
築
的
利
用
の
「
密
度
」
指
定
へ
の
違
反
に
よ
っ

ゼ
ン
ド
ラ

l
も、

北法41(4・64)1524



て
当
該
地
域
の
性
格
自
体
が
影
響
を
被
る
場
合
は
別
だ
、
と
し
て
い
る
。
「
大
き
さ
の
秩
序
か
ら
の
重
大
か
つ
異
常
な
逸
脱
(
〉
σ当
巴
♀
ロ
ロ
m
g

〈。コ

σ一
号
ロ
当
2
0口付
]
R
E
D
-
g
p吋
〈
ぬ
門
町
住
吉
町
百
以

E
m
g
の
B
E
g。
丘
ロ
ロ
ロ
閃
)
は
あ
た
か
も
量
か
ら
質
へ
の
転
換

(
C
E
R
Eお
〈
。
ロ

号
一
円
。

5-DZ仲
間
円
宮
門
回
目
。

0
5一
昨
日
貼
丹
)
を
引
き
起
こ
す
の
を
疑
う
の
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
」
と
、
ー
係
争
利
益
の
種
類
・
そ
れ
へ
の
打
撃
の
程
度
」
と
の
聞
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
係
争
利
益
の
種
類
・
打
撃
の
程
度
L

を
細
か
く
分
類
し
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
築
法
規
範
に
関
す
る

隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
構
造
に
対
し
、
精
致
な
分
析
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

《
交
換
関
係
説
》
に
は
限
界
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

B
プ
ラ
ン
の
指

《
交
換
関
係
》
類
似
の
《
運
命
共
同
体
》
と
、

定
の
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
と
を
結
び
付
け
て
い
な
い
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
三
年
一
二
月
一
四
日
判
決
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
み
ぎ
@
一
九
七
三
年
判
決
以
降
、
判
例
自
身
、
《
交
換
関
係
》
に
言
及
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
、
本
説
の
限

界
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

保
護
さ
れ
る
べ
き
人
の
範
囲
の
《
画
定
可
能
説
》

勾正

本
説
は
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
七
年
四
月
二
八
日
判
決
と
、

み
ぎ
@
一
九
七
三
年
判
決
が
は
っ
き
り
と
採
用
し
て
お
り
、
@
ラ
イ

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

ン
ラ
ン
ト
H
プ
フ
ア
ル
ツ
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年
五
月
一
四
日
判
決
も
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
本
説
を
採
用
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
、
特
に
、
@
一
九
六
七
年
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
定
自
体
か
ら
「
権
利
者
範
囲
の
画
定

が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
た
。
隣
人
保
護
規
範
た
る
こ
と
を
典
型
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る

B
プ
ラ
ン
の
寸
用
途
L

指
定
に
お
い

て
、
関
係
す
る
隣
人
の
範
囲
は
建
築
地
域
の
境
界
線
に
よ
っ
て
明
確
に
引
か
れ
て
お
り
、
側
面
後
退
距
離
規
定
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
質
か

北法41(4・65)1525

ら
、
関
係
者
は
隣
接
す
る
隣
人
に
特
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
建
築
的
利
用
の
「
密
度
」
指
定
に
お
い
て
も
、
関
係
者
の
範
囲
は
建
築
地
域
の
境
界
線
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
る
の
に
、
「
密

問
題
は
、



説

度
」
指
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
の
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
本
説
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
点
、
本
説
独
自
の
説
明

は
期
待
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
も
、
「
係
争
利
益
の
種
類
と
打
撃
の
程
度
L

と
い
う
観
点
か
ら
、
説
明
が
な
さ
れ
る
こ

《
交
換
関
係
説
》
と
の
あ
い
だ
で
優
劣
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
判
例
が
《
画
定
可
能
説
》
を
と

呈ム

日岡

と
に
な
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

2
で
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

次
に
、
本
説
と
《
交
換
関
係
説
》
と
の
関
係
を
問
題
に
し
よ
う
。
こ
の
点
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
の
範
囲
の
画
定
を
可
能
に
す
る
手
段
と

し
て
、
《
交
換
関
係
説
》
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
の
範
囲
の
画
定
を
可
能
に
す
る
の

は
そ
れ
だ
け
か
、
が
な
お
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
も
、
「
係
争
利
益
の
種
類
と
打
撃
の
程
度
」
が
、
重
要
な
役

の
隣
人
保
護
が
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
う
。

割
を
演
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
述
べ
る
、
法
三
五
条
一
項
(
優
先
的
事
業
)

* 

* 

* 

以
上
川
・
叩
を
ま
と
め
る
と
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
と
い
う
問
題
に
と
っ
て
、
判
例
上
、
「
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
の
範
囲

の
画
定
可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
判
断
枠
組
み
(
《
画
定
可
能
説
》
)
が
採
用
さ
れ
、
こ
の
枠
組
み
を
具
体
化
す
る
基
準
の
ひ
と
つ
に
《
交

換
関
係
説
》
が
あ
り
、
具
体
的
基
準
を
解
明
す
る
他
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
た
こ
の
問
題
全
体
を
考
え
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
「
係
争
利

益
の
種
類
と
打
撃
の
程
度
L

と
い
う
観
点
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
み
ぎ
三
者
を
整
理
し
相
互
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

北法41(4・66)1526



2 

《
画
定
可
能
説
》
の
根
拠

第
二
に
、

《
画
定
可
能
説
》
が
、
判
例
上
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
判
定
す
る
基
準
と
な
っ
た
理
由
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

建
築
主
の
保
護

一
九
六
七
年
四
月
二
八
日
の
@
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
「
建
築
主
の
保
護
」
が
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
に
よ

れ
ば
、
建
築
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
者
の
範
囲
が
画
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
建
築
許
可
の
法
的
効
果
が
何
年
に
も
わ
た
っ
て
定
ま
ら

ま
ず
、

、
ず
、
建
築
主
を
不
安
定
な
状
態
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。
こ
の
説
示
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
関
連
制
度
と
判
例
と
を
参
照
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
行
政
行
為
の
告
知
(
切
岳
山
口
互
関
与
。
)
と
そ
の
不
可
争
力
発
生
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
。

①
西
ド
イ
ツ
で
は
、
期
間
の
進
行
は
送
達
な
ど
の
告
知
に
よ
っ
て
開
始
し

(
V
w
G
O
五
七
条
一
項
)
、
上
訴

(
m
R
Z
m日
目
立
巳
)
を
含
む

権
利
救
済
手
段

(
m
R
Z
m
z
z
-
P
)
の
期
間
は
、
権
利
救
済
手
段
、
権
利
救
済
手
段
を
申
し
立
て
る
べ
き
行
政
庁
・
裁
判
所
、
そ
の
所
在
地

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

お
よ
び
期
間
に
つ
い
て
、
書
面
で
教
示

(HNRZ寄
与
巴
同

mz-喜
E
口
問
)
を
受
け
た
と
き
に
か
ぎ
り
、
進
行
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(
V
w
G
O
五
八
条
一
項
)
。
教
示
は
、
通
常
、
決
定
に
添
付
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
告
知
と
教
示
は
、
通
常
、
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
不
教
示
、
誤
教
一
不
の
場
合
に
は
、
権
利
救
済
手
段
は
行
政
行
為
の
告
知
後
、
原
則
と
し
て
、
一
年
以
内
で
あ
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る

(
V
w
G
O
五
八
条
二
項
)
。
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
は
異
議
審
査
請
求
前
置
主
義
を
と
っ
て
お
り

(
V
w
G
O
六
八
条
一
項
)
、
こ
の
異
議

審
査
請
求
は
行
政
行
為
が
告
知
さ
れ
て
か
ら
、

一
ヶ
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
V
w
G
O
七
O
条
一
項
)
。
こ
の
場
合
、

G
O
五
八
条
が
準
用
さ
れ
る
た
め

(
V
w
G
O
七
O
条
二
項
)
、
権
利
救
済
手
段
に
関
す
る
教
示
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

み
ぎ
の
期
聞
は
進
行

を
開
始
し
な
い
。
そ
し
て
、
認
容
の
場
合
を
除
き
、
異
議
審
査
請
求
裁
決
に
お
い
て
は
、
権
利
救
済
手
段
に
関
す
る
教
示
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず

(
V
w
G
O
七
三
条
一
項
、
三
項
)
、
取
消
訴
訟
は
異
議
審
査
請
求
裁
決
の
送
達

(Ngzzgm)
後
、
一
ヶ
月
以
内
に
提
起
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

(
V
w
G
O
七
四
条
一
項
)
。
こ
の
よ
う
に
、
出
訴
期
間
な
ど
の
進
行
開
始
に
と
っ
て
、
告
知
の
存
在
が
前
提
条
件
と
さ
れ

V 
w 

北法41(4・67)1527



説

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
@
一
九
六
七
年
判
決
の
説
示
は
、

さ
し
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

か
り
に
、
建

北法41(4・68)1528

論

築
許
可
れ
交
付
が
名
宛
人
た
る
建
築
主
の
ほ
か
、
隣
人
に
も
告
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
隣
人
の
範
囲
が
画
定
で
き
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
告
知
さ
れ
な
か
っ
た
隣
人
が
残
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
隣
人
か
ら
の
取
消
訴
訟
が
、
通
常
の
出
訴
期
間
の
経
過
後
も

提
起
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
、
建
築
主
の
法
的
地
位
の
安
定
が
い
つ
ま
で
も
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
具
合
に
で
あ
話
。

②
み
ぎ
を
確
認
す
る
た
め
、
次
に
、
建
築
許
可
の
隣
人
へ
の
告
知
(
切
岳
山
口
口
片
関
与
巾
)
に
か
か
る
規
律
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
連
邦
建

設
法
に
関
連
規
定
は
な
い
の
で
、
ラ
ン
ト
の
建
築
法
と
行
政
手
続
法
が
検
討
対
象
に
な
る
。

ま
ず
、
各
ラ
ン
ト
の
建
築
法
の
中
で
、
す
べ
て
の
建
築
許
可
の
賦
与
に
つ
い
て
、
隣
人
に
告
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
バ
イ
エ

ル
ン
の
建
築
法
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
他
の
ほ
と
ん
ど
の
建
築
法
に
お
い
て
は
、
免
除
の
賦
与
だ
け
が
告
知
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
当
該
免
除
に
か
か
る
建
築
許
可
手
続
に
つ
い
て
通
知
(
回

g
R可
wyzmg)
な
ど
を
受
け
、
異
議
を
申
し
出
た
者

の
う
ち
、
異
議
を
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
隣
人
に
対
し
て
の
み
告
知
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
告
知
の
人
的
対
象
に
つ
い
て
、
ラ
ン

ト
建
築
法
の
中
に
は
、
「
隣
人

(ZRFσ
山門
)
L

を
語
る
も
の
や
、
寸
隣
接
者
(
〉
ロ

m
B
E
q
)
」
を
語
る
も
の
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
隣
人
L

・

「
隣
接
者
L

を
定
義
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
定
義
規
定
を
お
く
ラ
ン
ト
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
「
隣
接
地
所
有
者
L

と
理
解
す
る
も
の

と
、
「
打
撃
を
被
る

2
2
5民
自
角
)
土
地
の
所
有
者
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
か
り
に
、
「
隣
人
」
な
ど
の
意
味
を
、
「
境
界

線
を
接
す
る
隣
接
地
所
有
者
L

と
形
式
的
に
理
解
す
る
と
き
で
さ
え
、
取
消
訴
訟
を
提
起
し
建
築
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
隣
人
が

こ
れ
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
B
プ
ラ
ン
の
「
用
途
」
地
域
指
定
な
ど
に
お
い
て
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
隣
人
概
念
の
理
解
の
実
際
は
、
各
ラ
ン
ト
の
上
級
(
高
等
)
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
み
な
い
こ
と
に
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

隣
人
の
空
間
的
範
囲
の
確
定
が
最
大
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が



で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
可
争
力
の
発
生
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、

の
建
築
法
に
お
り
る
関
係
隣
人
へ
の
告
知
制
度
は
、
建
築
主
に
と
っ
て
、

よ〉つ。

バ
イ
エ
ル
ン
建
築
法
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
そ
の
他
の
ラ
ン
ト

き
わ
め
て
不
備
・
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

つ
ぎ
に
、
建
築
法
を
補
完
し
て
適
用
さ
れ
う
る
と
さ
れ
る
行
政
手
続
法
の
規
律
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
連
邦
の

行
政
手
続
法
を
検
討
す
る
。
そ
の
内
容
が
ラ
ン
ト
の
行
政
手
続
法
と
広
く
共
通
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
連
邦
行

政
手
続
法
四
一
条
一
項
一
文
に
よ
る
と
、
「
行
政
行
為
は
名
宛
人
、
も
し
く
は
そ
れ
[
行
政
行
為
]
に
よ
っ
て
打
撃
を
被
る
関
与
人
に
告
知
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
告
知
は
、
名
宛
人
の
ほ
か
、
関
与
人
に
関
す
る
同
法
二
二
条
一
項
四
号
、
同

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

条
二
項
な
ど
に
も
と
づ
い
て
、
行
政
手
続
に
関
与
し
た
者
に
だ
げ
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
打
撃
を
被
る
す
べ
て
の
第
三
者
に

対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
告
知
義
務
の
人
的
対
象
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
四

一
条
に
お
い
て
、
同
法
一
三
条
に
い
う
関
与
人
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
同
法
四
一
条
の
文
言
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
説
と
、

み
ぎ
の
制
限
を
拒
否
す
る
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
前
説
は
行
政
手
続
法
の
立
案
作
業
に
携
わ
っ
た
者
の
見
解
で
あ
る
が
、
後
説
が
多
数
説

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
判
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
説
の
立
場
で
は
、
建
築
許
可
の
告
知
の
な
い
隣
人
に
つ
い
て
、
出
訴
期

間
は
進
行
を
開
始
し
な
い
の
で
あ
り
、
後
説
に
立
っ
て
も
、
隣
人
の
範
囲
が
明
確
で
な
い
以
上
、
告
知
さ
れ
な
い
隣
人
の
生
ず
る
可
能
性
を

い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
建
築
主
は
告
知
さ
れ
て
い
な
い
隣
人
か
ら
の
取
消
訴
訟
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
か
ら

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

北法41(4・69)1529

③
こ
う
し
て
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
七
年
判
決
の
さ
き
の
説
示
の
意
味
が
完
全
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ツ
で

は
、
行
政
行
為
の
告
知
を
前
提
と
し
て
、
出
訴
期
間
の
進
行
が
開
始
す
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
す
べ
て
の
建
築
許

可
が
関
係
隣
人
に
告
知
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
手
続
法
が
制
定
さ
れ
た
一
九
七
六
年
以
降
も
、
告
知
さ
れ
る
べ
き
隣
人
の
空
間
的
範



説

聞
は
明
確
に
は
定
ま
っ
て
い
な
い
た
め
、
告
知
さ
れ
な
い
隣
人
が
通
常
の
出
訴
期
間
経
過
後
も
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
か
も
し
れ
ず
、

し
た

北法41(4・70)1530

が
っ
て
、

い
つ
ま
で
も
建
築
許
可
に
不
可
争
力
が
生
せ
ず
、
建
築
主
の
法
的
地
位
が
不
安
定
な
状
況
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
し
ま
う
、

こ
と
な
の
で
あ
る
。

④
こ
こ
で
、
建
築
隣
人
訴
訟
以
外
の
分
野
か
ら
、

と
い
〉
フ

言命

一
九
五
八
年
一
月
=
二
日
判
決
(
切
〈

q君
。
開
。
・

5
3 《
画
定
可
能
説
》
を
と
る
初
期
の
判
決
を
紹
介
し
よ
う
。
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部

で
あ
る
。

本
件
の
事
案
は
、
第
二
次
大
戦
中
、
人
種
上
の
理
由
か
ら
戸
籍
局

G
S
E
g
σ
2
5
Rロ
)
に
お
い
て
民
法
上
の
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
未
亡
人
に
、
法
律
上
の
婚
姻
の
法
効
果
を
与
え
た
バ
イ
エ
ル
ン
可
法
省
の
承
認
決
定
の
取
り
消
し
を
、
亡
夫
の
二
人
の
兄
弟
が
求
め
た
も
の
で
あ

る
(
広
戸

HE--苫
)
。
判
決
は
訴
訟
要
件
、
勝
訴
要
件
の
存
在
を
と
も
に
否
定
し
て
い
る

(HS)0
本
判
決
は
、
本
件
の
よ
う
に
第
三
者
が
原
告

と
な
る
事
例
に
つ
い
て
、
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
第
三
者
は
承
認
決
定
の
職
権
取
り
消
し
を
求
め
る
請
求
権
を
も
、
決
定
に
よ
っ
て
権
利
を
打
撃
さ
れ
る

(
E
E
Eロ
河
内

n
z
g
σ
2
5
R
S
)

と
き
に
の
み
も
つ
。
取
消
権
者
の
範
囲
(
閉
山

5
2
仏
句
〉
ロ
r
n
y
Eロ民的
σ
R
R
Z応
窓
口
)
を
見
渡
せ
な
い
ほ
ど
に
ま
で
拡
大
し
、
決
定
に
よ
っ
て
利

益
が
間
接
的
に
影
響
さ
れ
る

S
R
O
}呈
)
に
す
ぎ
な
い
す
べ
て
の
者
に
ま
で
拡
大
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
概
括
条
項
を
利
用
す
る
と
き
、
概
括
条

項
の
意
義
が
誤
解
さ
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
著
し
い
法
的
不
安
定
を
招
来
し
よ
う
。
承
認
手
続
に
第
三
者
は
関
与
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
承
認
決
定
は
第

三
者
に
は
送
達
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
も
承
認
決
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
相
続
法
上
の
地
位
を
縮
減
さ
れ
る
故
人
の
親
族
(
〈
巾
司
君
田
口
己
丹
市
ロ
)

に
取
消
権
(
〉
え

R
Zロロ
mm吋
R
Y円
)
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
決
定
は
数
年
後
も
古
田
円
F
E
F
5ロ
)
取
り
消
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
決

定
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
相
続
要
求
者
自
号
胃
段
巾

E
g
gロ
)
に
決
定
を
送
達
す
る
た
め
、
事
情
に
よ
っ
て
は
外
国
法
ま
で
参
照
し
つ
つ
承
認
決

定
の
効
果
を
審
査
す
る
こ
と
な
ど
、
承
認
手
続
の
責
務
で
は
な
い
。
L

C
ロ
ご

以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
に
お
い
て
、
取
消
権
者
の
範
囲
の
見
渡
せ
な
い
ほ
ど
の
拡
大
が
招
く
著
し
い
法
的
不
安
定
が
危
慎
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
承
認
決
定
の
第
三
者
へ
の
送
達
の
な
い
こ
と
か
ら
訴
え
提
起
の
可
能
性
が
何
年
に
も
わ
た
っ
て
存
在
し
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
本
件
に
も
適
用
さ
れ
る
当
時
の

V
G
G
を
み
る
と
、

一
九
六

O
年

V
w
G
O
と
同
じ
く
、
期
間
は
教
示
を
得
て
か
ら
進
行
す



も
し
く
は
行
政
行
為
の
存
在
を
知
っ
た
と
き
か
ら
進
行
す
る
こ
と

(
三
九
条
二
項
)
、
そ
し
て
出
訴
期
間
も
異
議
審
査
請
求
裁
決
の
告
知
・
送
達
か
ら
進
行
す
る
こ
と
(
四
二
条
一
項
)
が
法
定
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
《
画
定
可
能
説
》
の
背
景
事
情
と
同
様
の
も
の
と
評
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
《
画
定
可
能
説
》
適
用
範
囲
の
潜
在

的
大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と

(
一
一
三
条
)
、
異
議
審
査
請
求
期
聞
は
行
政
行
為
の
告
知
・
送
達
、

(2) 

公
益
・
私
益
保
護
規
範
区
分
図
式

つ
ぎ
に
、
@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
二
月
六
日
判
決
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
「
す
べ
て
の
関
係

人
に
好
ま
し
い
影
響
を
与
え
る
規
範
は
公
益
保
護
規
範
、
特
定
の
人
々
に
好
ま
し
い
影
響
を
与
え
る
規
範
は
私
益
(
隣
人
)
保
護
規
範
」
と

い
う
岡
式
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
た
。
類
似
の
考
え
方
は
、
@
ミ
ュ
ン
ス
タ

l
上
級
行
政
裁
判
所
第
七
部
一
九
五
九
年
二
一
月
一
五

に
も
み
ら
れ
る
。

日
決
定
(
ロ
α〈

5
2・
ω・
お
N
R・)

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

本
件
の
事
案
は
、
景
観
保
護
指
定
地
域
内
で
、
家
具
製
造
業
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
が
境
界
線
を
接
す
る
隣
人
に
よ
っ
て
争
わ
れ
、
仮

命
令
(
巾
吉
田
門
司
巾
口
一
常
一
〉
口
。
邑
ロ
ロ
ロ
m)
の
交
付
が
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
決
定
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
係
争
規
律
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
し
、
本
件
仮
命
令
の
交
付
申
立
て
に
は
理
由
が
な
い
、
と
結
論

づ
け
て
い
る
。

寸
景
観
を
悪
化
さ
せ
る
建
築
物
や
自
然

(
Z
白
E
円
)
を
も
損
な
う
変
更
に
よ
っ
て
、
広
範
囲
か
つ
数
的
に
制
約
さ
れ
な
い
人
々
が
、
ほ
ぽ
同
様
に

侵
害
さ
れ
た
と
感
じ
る
。
こ
こ
に
、
個
人
の
利
益

(zei門
宮
丘
一
三
R
B∞
g)
に
役
立
つ
法
規
範
と
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
る
。
後
者
の
暇
庇
あ
る

適
用
に
あ
っ
て
は
|
|
事
情
に
よ
り
、
公
衆
と
と
も
に
|
|
特
定
の
人
々
、
た
い
て
い
は
隣
人
だ
け
が
影
響
を
被
る
(
ロ

R

Z
在
5
5
Z
匂

Ro

m
C
ロ
g
w
N
Z
5
2印門門出巾

Z
同
門
町

σ白ヨ)。
L

(

色
ω
円
)

北法41(4・71)1531 

こ
の
よ
う
に
み
ぎ
決
定
は
、
@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
判
決
と
は
い
わ
ば
逆
に
、
係
争
規
定
の
誤
っ
た
適
用
に
お
い
て
、

画
定
さ
れ
な
い
範
囲
の
人
々
が
悪
い
影
響
を
被
る
と
き
、
当
該
規
定
は
公
益
保
護
規
定
で
あ
り
、
特
定
の
人
々
が
悪
い
影
響
を
被
る
と
き
、



説

そ
れ
は
私
益
(
隣
人
)
保
護
規
定
だ
、

と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
利
害
関
係
者
の
範
囲
の
画
定
し
て
い
る
こ
と
が
規
範
の
私
益
保
護
性
、
隣
人
保
護
的
性
格
を
資
格

論

づ
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
建
築
法
は
警
察
法
に
属
し
、
警
察
法
は
公
益
保
護
目
的
の
制
度
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
み
ん
な
の
利
益
に
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
私
益
保
護
性
・
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
る
な
ら
ば
、
民
衆
訴
訟
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
思
う
。
み
ぎ
に
み
た
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
警
察
法
は
公
益
保
護
目
的
の
法
制
度
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
発
想
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
《
利
害
関
係
者
の
範
囲
の
固
定
可
能
性
》
が
規
範
の
保
護
目
的
を
決
定
す
る
基
準
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

間
行
政
斤
の
責
務
と
能
力

最
後
に
、
建
築
許
可
庁
の
責
務
と
能
力
に
関
す
る
事
情
が
あ
り
う
る
。
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
一
九
五
八
年
判
決
が
婚
姻
承
認
手
続

の
責
務
を
語
っ
て
い
た
ほ
か
、
@
一
九
五
九
年
五
月
一
四
日
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
H
プ
フ
ア
ル
ツ
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
隣
人
土
地
所
有
者

以
外
の
者
に
も
訴
権
を
認
め
る
な
ら
ば
、
寸
訴
権
を
有
す
る
者
の
範
囲
は
許
可
行
政
庁
に
と
っ
て
、
見
渡
す
こ
と
も
、
把
握
す
る
こ
と
も
、
全

く
で
き
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
」
と
述
べ
、
こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
た
。
行
政
庁
、
行
政
裁
判
所
、
そ
し
て
、
行
政
法
の
役
割
理
解
に
ま
で
お

よ
ぶ
問
題
の
伏
在
を
予
感
さ
せ
る
が
、
筆
者
自
身
が
検
討
の
視
点
を
つ
い
に
持
つ
に
い
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

(
1
)
〈
包

-HV・
富
山
『

σロ
吋

mq-
〉

5σ
白
ロ
己
巾
回
目
ロ
庄
三
門
左
白

-
R
F
E
N巾
印
ぬ
巾
ぬ
巾
ロ

C
B
t司巾
R
Z
-
B
E口
問
巾
ロ
白
]
凹
〉
口
問
問
白

σ巾
号

∞

σロ
円
問
。
ュ

-
n
Zロ
ロ
ロ
門
日

門
同
巾
印
。
内
向
而
ロ

E
n
F巾
ロ
河
町

n
y
g
w
g
ロ
』
吋
唱
巴
∞
AY(UNO
円
一
回
・
∞
白
戸
】
巾
『

www〉
-
件
目
的
ロ
ロ
門
同

Z
巾
己
巾
印

NC『
ω
n
y
E
Nロ
。
吋
H
H
M
H
Y
巾
。
ユ
巾
J

〉

α
H
N
E∞∞・

ω・

印∞
N

町
内
・
(
日
山
混
同
・
)
・

北法41(4・72)1532



的問的問(ロ・申)早坂特

(
N
)
 
V
 gl. 
H. 
H. 
R
u
p
p
，
 Gr
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 
der 
heutigen 

V
e
r
w
a
Itungsrechtslehre

，
 1965
，
 S. 
246 
F. 
H. 
T
i
m
m
e
r
m
a
n
n
，
 De
r
 

baurechtliche 
Nachbarschutz

，
 1969
，
 S. 
112 
H. 
Sendler
，
 "
D
e
r
 
Nachbarschutz 

i
m
 
Stadtbaurecht 

Teil 
1
 

1¥
achbarschutz 

i
m
 Planbereich"

，
 Ba
u
R
 1970
，
 S. 
4
 ff. 
(8). 

(
的
)
statt 
vieler 
Sendler
，
 aa
O
 (Fn. 
2)
，
 S. 
5
 f. 
mit Fn. 
16 

(
司
)
Sendler
，
 aa
O
 
(Fn. 
2)
，
 S. 
9. 

(
凹
)
Sendler
，
 aa
O
 
(Fn. 
2)
，
 S. 
10. 

(
∞
)
 
V
g
l. 
G. 
Schwertfeger

，
 "Grundrechtlicher 

Drittschutz 
i
m
 Baurecht"

，
 N
V
w
Z
 1982
，
 S. 
5
 (6 
f.) 
K. 
Kleinlein

，
 Da
s
 

S
y
s
t
e
m
 des 
Nachbarrechts

，
 1987
，
 S. 
218 
f.; 
M
a
r
b
u
r
g
e
r
，
 aa
O
 
(Fn. 
1)
，
 C. 
101 
f
.
;
荘
ヨ
恨
「
や
割
足
!
.
!
~
:
t
去
の

Zム
ヤ
ト
・
干
川

ふ
対
一
入
鴬
Q
釈OOí

(
I
)
J
~

憶g:m
漂
泊
平
因
物

11n]r'
(1 

~
~
1
(
叶
)

111111
回
~
ド
，
1111111
眼。

(
ド
)
Sendler
，
 aa
O
 (Fn. 
2)
，
 S. 
10. 

(
∞
)
 
V
g
l. 
B. 
B
e
n
d
e
r/R. 
Dohle
，
 Nachbarschutz i

m
 Zivil. 
u
n
d
 Verwaltungsrecht

，
 1972
，
 Rd. 
173 
;
 Kleinlein

，
 aa
O
 
(Fn.6)
，
 

S. 
102 
mit Fn. 
9. 

(
∞
)
ム
t

="Í"---
1
く
糾
鮮
総
ト
一
会

T\
去
、
-
~
'

8
1

・只
4ユ
自
社
客
様
~
量
生
Q
刺
殺
!
と
醤
稿
写
在
Q
写
景
S
~

;U:;匪J
ド
ユ
~
ユ
I
U
'
底
下

J崎
1
J
時
穿

fち
2h4ポ

ユ
0
~
~
'
;
ヲ
ユ

4ミ'
よ
J
~
.jミ手主的。

V
g
l. 
M
a
r
b
u
r
g
e
r
，
 aa
O
 
(Fn. 
1)
，
 C. 
23 
mit 
Fn. 
60. 

(
日
)
V
g
l. 
E. 
S
c
h
m
i
d
t
.
A
s
m
a
n
n
，
 in: 
T. 
M
a
u
n
z
/
G
.
 Durig/
R. H
e
r
z
o
g
/
R
.
 Scholz
，
 Grundgesetz K

o
m
m
e
n
t
a
r
，
 stand 1985

，
 Rd. 

141 
zu Art. 
19 
Abs. 
IV 

(r単
純
択

J兵
時
-
<
0
編
0
0
0
恩
直
近
初
午
;
+
2
~
と
出
会

J対
ã
~
蓄
基
〈
布
団
味
E

者全，
\
韮
~
~
製
0
~
手
馬
軍
保
冷
砕
い
子
。

o
J) 

(;:::::) 
V
g
l. 
S
c
h
m
i
d
t
-
A
s
m
a
n
n
，
 aa
O
 (Fn. 
10)
，
 Rd. 
l40
 (r嵯

縦
択

J与
二
時
〈
主
，
0
堀
O
O
0
~
と
版
記
0
~
さ
と
い
ニ
テ
O
心
ト

J
t{\平J'

矧
1経
士
自
照
~
1

言
長
在
~
*
担

!d
0

，毛
4区
制
わ
。

J)

(
出
)
r如
思
(Bekanntgabe)

J
 ~
'
 
r制
剤
(Zustellung)

J
 ~..，.;l相~.J...j:l当選併よJ...Jト.JBJ::ユ心兵いユ心。

V
g
l. 
K. 
R
e
d
e
k
e
r/
H. 
-J. 

v
o
n
 Oertzen

，
 Verwaltungsgerichtsordnung

，
 7. 
A
u
f
l.， 
1981
，
 Rd. 
2
 z
u
 
~ 
70; 
P. 
Stelkens/H. 

J. 
B
o
n
k
/
K. 
Leonhardt

，
 

Verwaltungsverfahrensgesetz
，
 1. 
A
u
f
l.， 
1978
，
 Rd. 
9
 zu 

~ 
41; 
v
g
l. 
a
u
c
h
 O. 
B
a
c
h
o
f
，
 Verfassungsrecht

，
 Verwaltungsre-

cht
，
 Verfahrensrecht

，
 Bd. 
2
 ，
 1967
，
 S. 
172; 
B
V
e
r
w
G
，
 Urt. 
v. 
23. 
7. 
1965
，
 G
E
 22
，
 14 
(15) 

(
口
)
R
e
d
e
k
e
r/v
o
n
 Oertzen
，
 aa
O
 
(Fn. 
12)
，
 Rd. 
13 
zu 9
 58. 

(司)白刷協〈盤城誠(百川「誕匂



説

(
日
)
条
文
に
は
」
N
R
F
Z
B
E
m
-
3
(上
訴
)
と
あ
る
が
、
本
文
で
は
上
訴
と
せ
ず
権
利
救
済
手
段
高
RFZσ
喜
色
町
内
山
)
と
訳
し
た
。
こ
れ
は
、
条
文

の
表
現
が
間
違
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
〈
相
町
一
・
]
∞
円
ytgσ
巾
w〈
句
者
出
E
Mロ
m州印匂『。
Nmw民吋巾
n
z
-
N・〉口町一
-w
昌
宏

wω
・
色
町
ロ
・
印
・

(
日
)
〈
肉
戸
。
・
司
5
5
5
w
3〈
句
者
同
一
Z
口問印白

W
R
B
-門
口
C同)円}巾]到、町}内ロロ
m.J
〈
句
者
〉
吋
門
戸
呂
田

w
∞
-
S
B
R
司
ロ
・
ロ
由
一
の
・

ω円}困者
q
e
p
m
R
-

O
R
S
E
n
y
g
m
o
n
Z
E
骨
門
司
何
回
-
5
2号
包
宮
口
mw
∞
・
〉
丘
--LugwHN門戸

N
N
E
H
H
X
F
H・
口
・
な
お
参
照
、
阿
部
泰
隆
『
行
政
救
済
の
実
効
性
』

(
一
九
八
五
年
)
二
五
二
頁
以
下
、
交
止
口
尚
史
「
行
政
処
分
の
通
知
と
出
訴
期
間
|
|
フ
ラ
ン
ス
法
を
素
材
と
し
て
|
|
」
商
大
論
集
(
神
戸
商

科
大
学
)
四

O
巻
一
号
ご
九
八
八
年
)
一
五
頁
以
下
、
四
六
頁
以
下
。

(
日
)
こ
こ
で
、
建
築
主
へ
の
告
知
は
隣
人
に
対
し
て
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
包
-

E
・

E
・
司
ユ

E
H
-
b
R

同州巾
nygmnycR
門日巾凹

mom-
ロ
ユ
芹
巾
口
百
円
凶
巾
吋
〈
q
d
g
-
z
m町田
m
q
R
E
-
-
n
y
g
閉
山

R
Z呂
z
n
Fロロ
mwJ
』
ロ
『
田
昌
吋
0

・
ω・
2
N
R・
窓
口
円
)
(
「
建
築

主
へ
の
告
知
は
、
非
名
宛
人
に
対
し
、

V
w
G
O
五
八
条
二
項
の
出
訴
期
間
を
進
行
さ
せ
な
い
。
」
)
一

4
包
・
白

R
Y
切
〈
当
R
P
Cユ・
4
・
に
-
M
-

H
u
s
-
U〈
∞
戸

E
g
w
ω
ω
巴
同
町

(ω
色
)
一
回
巾
印
門
医
〈
-
E・由
-
s
g
w
ロ
〈
∞
戸

E
S
-
ω
-
N由民・

(NS)
・

(
口
)
〈

mt-E広
三
巾

-
p
g。
(
司
ロ
・

5
・
ω・
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
ラ
イ
ン
は
関
連
条
文
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
建
築
法
七
三
条
を
挙
げ
て
い
る
が
、
八
九
条

の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
う
(
〈
包
・
ロ
ミ
ー
巾
一
江
田

nF巾
∞
白
C
C
Eロロロ
muMN・
〉
己
同
]
ニ
邑
∞
C

一
』
・
冨
釦
口
問
¥
〉
・
辺
自
。
ロ
・
∞
a-mM江
田
門
町
巾
∞
白
口
。
『
仏
ロ
ロ
ロ
m

({・門凶・匂・

4
・
Z
S
)
。
一
九
八

O
年
以
降
、
法
改
正
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
筆
者
が
参
照
で
き
た
建
築
法
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の

ほ
か
、
ベ
ル
リ
ン
(
∞
田
口
0
5ロロ
m

E
吋
∞
R
Z
D
4
M∞・

N・
5
∞
印
(
閃
巾
『
ロ
ロ
巾
吋
の
巾
∞
2
N巾
)
)
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
H

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン

(∞国
5
aロ
E
m
E
ニ
B
E
E
Z
o
E円
Z
Z
-巧
Z
E
S
〈

N自由・

5
∞
品
(
の
巾
認
定
己
B
E
E
B
Z
2今
宮
古
・
当
2
E
B
)
)
、
へ
ツ
セ

ン
(
回
虫
色
∞
n
Z
∞白
g
Eロ
E
m
〈・

5
H
N
-
Eコ
(
者
・

5
E
n
y
国
自
由
-
R
Z
∞
2
0丘
ロ
ロ
ロ
m・
5
吋
∞
)
の
も
の
で
あ
る
。
制
定
時
に
照
ら
し

て
、
一
九
六
七
年
の
@
判
決
を
理
解
す
る
に
は
、
い
ず
れ
も
適
切
な
も
の
で
は
な
い
が
、
告
知
に
つ
い
て
、
現
在
よ
り
充
実
し
て
い
た
と
は
考
え

難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
〈
関
戸
間
}
巾
E
Z
E
W
白
血
(
)
(
間
口
・
品
)
・

ω・
ω吋
B
庄
司
ロ
・

NH一
4m戸
但
己
円
一
宮
内
出
口
}
内
巾
】
ロ
σ
R
m
¥同
・
，
冨
・
。
2
Z
R
。町内巾ロ
E
n
y
g
切出己吋巾円
Z-

邑
∞
ゲ
∞

-
E叶
円
(
「
免
除
の
賦
与
に
先
立
ち
、
一
定
の
場
合
(
公
法
上
保
護
さ
れ
た
隣
人
の
利
益
に
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
)
に
、
連
絡

さ
れ
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
、
全
建
築
法
は
共
通
し
て
い
る
。
」
と
す
る
。
)
一
円
'
冨
。
ュ
Z
R
-
w

z
R
5
R
R
F
E
N
E
R
F
Z
R
5
R
Z
Zロ
-
m
g
m
白
ヨ
切
同
ロ
m
g巾
F
B
W
5
m
m話
広
与
日
ロ
J
Z』
巧
呂
∞
ω
w
ω
S
H
民
・
(
申
告
内
)
・

(
凹
)
〈
問
一
百
巾
E
S
E
-
E
O
(司ロ
-
E
)

・
ω・
ω吋
同
・
筆
者
が
確
認
で
き
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
六

O
条
五
項
、
七
項
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
リ
ヴ
エ

吾辺、

同聞
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ド
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ふ
入
制
緩
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i
(
キ
ミ
噺
11
回、，
g}¥I!事

F
ど
ト
収
入
量
出
告
訴
対
1
~
同
様
，

~
~
子
。
。

(
日
)
V
g
l. 
Finkelnburg/Ortloff

，
 aa
O
 
(Fn. 
18)
，
 S. 
247; 
Ortloff
，
 aa
O
 
(Fn. 
18)
，
 S. 
963. 

(
お
)
V
g
l. 
Kleinlein

，
 aa
O
 
(Fn. 
6)
，
 S. 
38 
mit Fn. 
27. 

(
~
)
世
田
棲
罫
嘩
榊

W4と恒\Jt，~昼
Q
起

j鮮
民
5駅
~

(1
・
只
く

1.叶
)
長
岡
。
爪
入
ι
0
l
ヒ
主
~
~
ト
t星
誕
U
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14-l進言主総堕~..)

+2 0
~
'
 
Stell
王ens/

B
o
n
k
/
L
e
o
n
h
a
r
d
t
，
 aa
O
 
(Fn. 
12) 
S. 
771 ff. 

~
~
~
O
 
~ç醤

!
之
~
0

，jJo豆
，
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(Beteiligten) 

U
m
l
E
-
¥
眠
時
会
初
心
'
矧
信
託
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爆

;i;UU
mlE-\眠時十令状

Q
間
盤
以
総
劉

ill4畑
中
川
崎
吋
小
幻
聴
斑
~
眠
時
+
2
心

4示会わ.}.:!，
O

(
自
)
V
 gl. 
Stelkens/Bonk/Leonhardt

，
 aa
O
 (Fn. 
22)
，
 Rd. 
16 
zu 

~ 
4
1. 

(;";) 
V
g
l. 
F. 
O. 
K
o
p
p
，
 Verwaltungsverfahrensgesetz

，
 2. 
A
u
f
l.， 
1980
，
 Rd. 7
 zu
 ~ 41; 
H. M
e
y
e
r/
H
.
 B
o
r
g
s
，
 Verwaltungsver-

fahrensgesetz
，
 1. 
A
u
f
l.， 
1976
，
 Rd. 
6
 zu 

~ 
41; 
Kleinlein

，
 aa
O
 
(Fn. 
6)
，
 S. 
38 
mit 
Fn. 
28
，
 38. 

(
民
)
V
g
l. 
H
a
n
s
 Peters
，
 "D
e
r
 Dritten i

m
 Baurecht"

，
 S. 
744 
ff. 
(752 
mit Fn. 
102a); 
B
V
e
r
w
G
，
 Urt. 
v. 
19.9. 
1969
，
 D
V
BI. 

1970
，
 S. 
62 
ff. 
(64) 
;
 vg
l. 
a
u
c
h
 
B
V
e
r
w
G
，
 v. 
6. 
11. 
1959
，
 G
E
 9
，
 302 
(306) 
;
 Urt. 
v. 
3
1. 
1. 
1958
，
 G
E
 6
，
 167 
(173) 

H
a
m
b
O
V
G
，
 Urt. 
v. 
24. 
10. 
1963
，
 D
V
B
I. 
1963
，
 S. 
784 
ff. 
(786) 
，
 .脳
機
鰍
車
1

í困
弘
、
ャ
ト
個
以
;
i
;
U
U
.\q!;-~~室料栴

i起
訴
言
(
1
 )
 J
 

阪
民
税
都
側
緩
棉
11
;j1ip
1
 a]r> 
(
 1長
〈
兵
社
)

11眠
~
ド
ー
，
1
 <]nn(~}L-o 

t
6
.
\
q
'
縦
撚

lと
持
0
!IDEヰ~-\(<i~わいユ

4F3主
心
ヨ
ヨ

1括
会
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|
崎
製
F型選出，
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収
J~二
い
ニ
ぉ
ユ
ト

J
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f，，-K黒沼結..)+2刊\IT
U
0
ユ
い
さ
~
'
長
渓
製
0

:!:1<製
(Verwirkung)

為
陪
~
心
￡
い
ユ
心

(
B
V
e
r
w
G
，
 Urt. 
v. 
25. 
1. 
1974
，
 G
E
 44
，
 29
4
=
N
J
W
 1974
，
 S. 
1260 
ff. 
;
 Be
s
c
h
l. 
v. 
28. 
8. 
1987
，
 Ju
S
 1988
，
 S. 
576 
f. 
;
 vg
l. 

C. 
F. 
M
e
n
g
e
r，
 "Die Grundsatze v

o
n
 T
r
e
u
 u
n
d
 G
l
a
u
b
e
n
 i
m
 Gerichtsverfahrensrechtぺ

V
e
r
w
A
r
c
h
.
 1975
，
 S. 
85 
ff. 
;足並

粍14-
1
 ~舌

í!
L
干

2\!と
経
灘
以
認
さ
と
の
眼
精
E
一
一
対
〈
製
品

l召-'~-'..uトJ
一
一

J
wm
モト
11
還
ボ
制
帽
府
同
併
・
(
.
.
:
(
誕
o
割程(.J...j)

~ 
(1
ば
伊
K

母
)

11
同
平
岡
~
ド
，

1
1
~
同]nn('

は
稲
畑
醤

í)と
主
主
総
稲
0
$
足
早
ヨ
ム

J対
く
摂
0
~
話
酎

J
~
1
~
~小
越
潟
奇
ト

11唱。
11
 
a]r> 
(
 1・民
<
0
社
)

1
回
~
ド
J

1
 O~回
~
ド
一
刻
(
凹
)
'
同
富
;
憶
娼
「
困
!
L
ヤ
ト
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む
の
w1
 
1
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眼
宕

lと
経
!
と
燕
纏
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(ドー
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恒三
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号式同
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1
 a]r> 
(1
・呉
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社
)
1
0
 

11
回
~
ド
，
1
 Ogr
~町
長
ト
)
。
い
お
」
ミ
キ
巴
，

)
と
桜
し
と
~
0
~

トIa'~トf:;-i;.6ト(l""，
0
~
ミ
鍵
~
0
志
田

4ミヘ工、関連主布LJ~
ド
二
時
Q
早
川
Q
~

。

(
~
)
将
軍
部
U
0
二
い
さ
2
F
4
ら
Eト
三
否
民
主
主

r)と
主

~l極
秘
Q
鍵
相
余
年
~
(1 
~
く

111剥ー)
1
 11長
岡
~
ト

U
~位
寝
お
嬰
<
~
~
担
:
Q
~
心
。
写
字

f包
U
~
支"'"

~
'
 

14-l寝.JJ回K-~ぎの
W
J
民
会
心
0
q
究連?~ユ会初~11l主!IDE-\(<i$gユ+2.Q

""'iÌ添吋トJV"~ヰ
ド
ユ
時
。
V
g
l. 
a
u
c
h
 o. 
B
a
c
h
o
f
，
 "Di
e
 Rechtspre-

c
h
u
n
g
 des 
Bundesverwaltungsgerichts"

，
 J2
 1962
，
 S. 
602 
ff. 
(605) 
u
n
d
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ff. 
(702 
mit Fn. 
69) 
;
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 Bernhardt

，
 ，，2
u
r
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説

〉
E
R
F
Z
D
m
4
0ロ
〈
句
者
色
宮
口
問
回
向
}
内
門
巾
ロ
己
己
円
nr
ロ
ユ
浮
巾

J
』

N
5
8・
ω・
ω
C
N
R
(
ω
S
E
x
-
M
ω
叶
)
な
お
、
判
決
引
用
文
中
の
数
字
は
、

判
例
集
の
該
当
頁
数
で
あ
る
。

(
幻
)
本
稿
の
知
る
か
ぎ
り
、
本
判
決
に
つ
き
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は
次
の
文
献
だ
け
で
あ
る
。
∞
巾
E
Z
E
F
白血()(同ロ・

N
5
・
ω・
ωC∞
司
ロ
・

巴
(
〈
法
的
不
安
定
が
生
ず
る
こ
と
は
、
具
体
の
事
案
に
お
い
て
は
不
満
足
な
も
の
に
な
り
う
る
が
、
原
告
適
格
(
白
血
肉
岳
民
cm口
町
田
)
を
厳
し
く

排
除
す
る
の
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

v
w
G
O
五
八
条
二
項
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
告
知
さ
れ
な
か
っ
た
者
も
、
行
政
行
為
を

知
っ
て
か
ら
一
年
後
に
は
出
訴
で
き
な
く
な
る
〉
)
・

(
泊
)
参
照
、

V
O
一
六
五
・
三
五
条
(
期
間
の
進
行
に
は
教
示
が
必
要
)
、
四
五
条
(
異
議
審
査
請
求
期
間
は
告
知
後
一
ヶ
月
)
、
四
八
条
一
項
(
出

訴
期
間
は
送
達
後
一
ヶ
月
)
。
〈
札
・
国

-
E
-ロ
mRW
〈
q
d司白
-Eロぬ印
mq-nygσ
白円}内町一昨宮内同町円

σユ同一回門町巾ロ

N。ロ巾
w
5
2・
ω-N品
ゲ
出
0

・
出
品

(
「
権
利
救
済
手
段
の
期
間
は
教
示
の
な
い
と
き
進
行
し
な
い
。
」
)
・
な
お
、
こ
う
し
た
権
利
救
済
手
段
と
教
示
と
の
関
係
理
解
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン

上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
以
来
の
も
の
で
あ
る
(
〈
包
・
吋
『

Cぐ
の

w
H
W
E
R
R口〈・

5
・
H
-
E
C
H
O
-
w
g
w
N由。

(NS)
一
C
3・〈
-
E・
E
・
5
E
-

の
明
白
FNOω(NChF
円
)
)
。

(
却
)
そ
の
他
、
《
画
定
可
能
説
》
に
立
つ
判
例
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
∞
〈
貨
当
戸
〈
・
白
戸

'
5
3・
の
開
タ

ω
O
N
G
S
)
一
出
回
目
σ
C〈
戸

ロ
ュ
・
〈

-NAPE-
呂
町
ω
噌
巴
〈
∞
戸
H

申告・

ω・
吋
∞
品
町
内
(
吋
∞
由
)
・

(
却
)
判
決
引
用
文
中
の
数
字
は
、
判
決
掲
載
誌
の
該
当
頁
数
で
あ
る
。

(
出
)
〈
也
・
〉
・
図
。
E
E巾
7
・0
2
2
R
5
R
R
E
R
E
回
目

g
E
E諸
問
R
E
-
-
w
Z』
巧
昌
三
唱

ω・∞
ωω
同町・(∞

ωω
・
虫
色

(
泣
)
〈
m--gnF
戸
口
-
F
E
m
-
C
B
d司
色
丹
〈
巾
ス
品
開
]-nywag胃
R
5
m
σ
包
宮
内
凶
己
的
丹
江
巾
〈
。
吾
白
σ巾ロ
-HU∞
戸
∞

-HCC(寸
第
三
者
保
護
的
性
格
は
、

特
定
の
関
係
者
の
具
体
的
な
利
益
を
保
護
す
る
実
体
的
規
律
に
帰
属
す
る
。
特
定
の
人
々
に
割
り
当
て
ら
れ
る
利
益
と
結
び
付
く
こ
と
の
で
き
な

い
環
境
利
益
[
を
]
保
護
[
す
る
規
律
]
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
保
護
を
取
り
次
が
な
い
。
」
)
・

(
お
)
関
係
隣
人
に
対
す
る
建
築
許
可
の
告
知
を
建
築
許
可
庁
に
義
務
づ
け
る
、
と
い
う
解
釈
を
と
る
と
き
に
は
、
行
政
庁
の
能
力
の
問
題
が
登
場
す

る

(4m}・
当
・
均

-
p
y
g
w
p
-
h
g
z
n
y
E♀
q
Z
R
5
R
R
E
R
J
Zロ
HNHU∞
ω噌
ω・
∞
同
同
時
・
(
∞
仏
門
)
)
。
マ
ン
ハ
イ
ム
大
学
教
授
シ
ェ
ン

ケ
は
、
建
築
主
と
の
関
係
で
、
行
政
庁
に
隣
人
へ
の
連
絡
を
義
務
づ
り
、
連
絡
さ
れ
な
か
っ
た
隣
人
に
よ
る
許
可
の
取
消
、
も
し
く
は
建
築
行
為

の
遅
延
の
場
合
に
、

B
G
B
八
三
九
条
の
職
務
責
任
を
語
る
。
賠
償
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
関
係
隣
人
に
連
絡
す
る
よ
う
行
政
庁
に
求

め
る
義
務
づ
け
請
求
権
を
建
築
主
に
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三A、
両聞
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四

連
邦
建
設
法
三
四
条
・
三
五
条

連
邦
建
設
法
三
四
条

)
 
1
 
(
 

一
九
六

O
年
法
三
四
条
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

寸
ゲ
マ
イ
ン
デ
〔
市
町
村
]
が
、
法
三

O
条
に
い
う
B
プ
ラ
ン
の
策
定
を
ま
だ
終
え
て
い
な
い
か
、
そ
う
い
う
B
プ
ラ
ン
の
策
定
が
必
要
で
な
い

地
区
で
、
か
っ
、
建
築
さ
れ
て
い
る
地
域
に
連
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
[
連
担
建
築
地
区
]
で
は
(
吉
見
吾
巳
σ
仏

R
-
B
N
5白
5
5
2
Eロ
mσ
岳
山
三
2

0

ユmgロ
色
、
建
築
案
は
、
既
存
建
築
物
と
地
区
基
盤
整
備
(
何
吋
印
ny--
巾
ロ
ロ
ロ
肉
)
と
に
照
ら
し
て
、
疑
問
の
な
い
(
ロ
ロ
σ包
巾
D
E
W
Y
)
と
き
に
許
さ

れ
る
。
L

一
九
七
六
年
改
正
法
を
中
心
に
し
て
で
は
あ
る
が
、
法
三
四
条
の
適
用
範
囲
の
ほ
か
、
各
要
件
と
そ
の
解
釈
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で

2) に
述
ρミ

た

公法上の建築隣人訴訟(4) 

本
条
に
関
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
判
決
と
し
て
、
有
名
な
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
九
年
六
月
二
ニ
日
判
決
(
の
開

ω
N
L
a
H

ロ
〈
∞
戸
巴
吋
cwω
・
可
民

H
Z
』当

5
3・
ω・
口
司
氏
い
が
あ
る
。
本
判
決
の
意
義
は
ま
ず
は
、
そ
れ
ま
で
の
下
級
審
裁
判
所
が
本
条
を
隣

人
保
護
的
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
基
本
法
一
四
条
の
保
障
す
る
基
本
権
、
す

な
わ
ち
所
有
権
に
直
接
も
と
づ
く
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
本
節
第
二
款
で
論
ず
る
。

本
件
の
事
案
は
、
連
担
建
築
・
未
建
築
地
域
に
あ
る
角
地
の
所
有
者
が
三
階
建
住
宅
を
建
築
す
る
た
め
に
得
た
免
除
を
、
当
該
角
地
を
囲
む
土
地

の
所
有
者
が
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
免
除
は
建
築
利
用
令
に
も
と
づ
き
、
建
ぺ
い
率
を

0
・
三
か
ら

0
・
八
に
、
容
積
率
を

0
・
九
か
ら
二
・
四
四

に
変
更
す
る
も
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
の
訴
え
は
す
べ
て
退
け
ら
れ
た
戸
惑
。

北法41(4・77)1537



説

(
印
与
す
宮
町

45mHNR宮
山
口
町
田
口
町
色
丹
ロ
ロ
尚
己
耳
目
州
諸
ぬ

]Em)
が
、
法
三
四
条
か
ら
引
き
出
せ
な
い
理
由
を
、
大
要
次
の
よ
う
に
説
明
す

ザ
令
。

北法41(4・78)1538 

本
判
決
は
ま
ず
、
本
件
建
築
案
の
(
適
法
性
)
判
断
基
準
(
∞

2
ユ巴
5
m
m
g島
洋
与
)
が
法
三
四
条
で
あ
り
、
隣
人
原
告
は
権
利
を
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
も
ま
た
、
法
三
四
条
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
(
口
色
。
つ
ま
り
、
建
築
案
の
適

法
性
判
断
基
準
H
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
H
権
利
の
根
拠
規
定
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
づ
け
て
、
法
三
四
条
の
規
律
の
維
持
を
求
め
る
権
利

論

「
法
三
四
条
は
既
存
の
建
築
物
を
基
準
と
し
て
い
る
が
、
建
築
物
の
含
ま
れ
る
地
域
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
な
い
た
め
、
こ
の
地
域
の
範
囲

を
確
定
す
る
の
が
、
し
ば
し
ば
困
難
と
な
る
。
こ
う
し
た
法
三
四
条
の
あ
い
ま
い
で
人
に
か
か
わ
ら
な
い
文
一
言
(
号
『
ロ
σ出
足
ロ
ロ
己

E
n
y仲間
】

2
8ロO
H
M
-

Z
N
c
m自
由
明
。
コ

E]岡市
E
ロ
肉
)
は
、
権
利
者
の
範
囲
の
実
行
で
き
る
画
定
(
℃
E
W
E
S
E巾
〉

5
2ロ
N
E口
問
巾

E
g
z
z
n『昨日程
g
H
M
R
8
5ロ・

宵
巳
田
内
的
)
を
ほ
と
ん
ど
可
能
に
し
て
く
れ
な
い
。
し
ば
し
ば
見
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、
言
葉
本
来
の
意
味
で
の
隣
人
に
制
限
さ
れ
な
い
範
囲
の
自
称

権
利
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
建
築
主
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
危
険
(
呂
田
巴
に
さ
ら
し
、
|
|
経
済
的
・
そ
の
他
の
効
果
と
と
も
に
|
|

し
ば
し
ば
数
年
以
上
も

(
E
R
官
宵
巾
庄
ロ
ヨ
巾
肉
)
彼
を
不
明
確
な
状
態
に
し
て
し
ま
う
。
」
(
口
印
)

み
ぎ
に
紹
介
し
た
説
示
が
、
建
築
法
規
範
に
つ
い
て
、
@
一
九
六
七
年
判
決
の
と
る
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
基
準
、
す
な
わ
ち
《
権
利
者
・

保
護
さ
れ
る
べ
き
者
の
範
囲
の
画
定
可
能
説
》
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
日
。
ま
た
、
こ
の
基
準
が
建
築
主
の

保
護
を
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
三
四
条
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、
本
判

決
が
《
固
定
可
能
説
》
に
新
し
く
付
け
加
え
た
も
の
を
特
に
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
次
の
説
示
は
、
建
築
許
可
の
適
法
性
に
対
す
る
建

築
主
の
信
頼
保
護
を
、

B
プ
ラ
ン
の
指
定
と
の
対
比
の
な
か
で
述
べ
た
も
の
、
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
決
は
み
ぎ
引
用
部
分

に
つ
や
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
隣
人
は
、
我
々
が
そ
の
権
利
を
ど
れ
ほ
ど
広
げ
よ
う
と
も
、
つ
ね
に
客
観
的
に
違
法
な
建
築
許
可
の
み
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、

固
有
の
関
係
人
(
巾
百
g
E与
∞
巾
可
。
R
g
g
)
た
る
建
築
主
に
と
っ
て
、
建
築
許
可
の
こ
の
違
法
は
、
法
三
四
条
の
広
い
構
成
要
件
と
、
こ
れ
に



結
び
付
く
そ
の
適
用
の
難
し
さ
ゆ
え
に
、
し
ば
し
ば
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
|
|
こ
の
こ
と
は
、
特
に
、
そ
の
性
質
上
具
体
的
で
あ
り
、

建
築
案
と
建
築
許
可
の
適
法
性
を
十
分
信
頼
し
て
判
断
で
き
る
状
態
に
建
築
主
を
置
い
て
い
る
B
プ
ラ
ン
の
指
定
と
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
」

(
]
{
吋
印
)

さ
ら
に
本
判
決
で
は
、
連
担
建
築
地
区
に
は
、
「
B
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
法
的
に
結
び
合
わ
さ
れ
、
あ
る
程
度
確
実
に

(
O
E
m
q
E
ω
ロ
g

m-
与
。
「
)
画
定
可
能
な
範
囲
の
人
々
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
許
す
か
計
画
共
同
体
と
が
な
い
こ
と
(
見
。
)
、
ま
た
、
法
三
五
条
一
項
が
優
先

(3) 的
事
業
百
円
守
口
品
目
。
『
Z
ロ
)
に
与
え
て
い
る
地
位
(
司

g
x
zロ
)
に
比
較
で
き
る
も
の
も
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
ロ
コ
。
法
三
五

条
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
計
画
共
同
体
L

に
よ
る
寸
あ
る
程
度
」
の
「
画
定
可
能
」
し
か
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
と
、
「
(
権
利
あ
る
)
人
々
の
範
囲
」
の
画
定
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
「
計
画
共
同
体
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
計
画
共
同
体
L

つ
ま
り
《
交
換
関
係
説
》
の
限
界
、
お
よ
び
《
交
換
関
係
説
》
と
《
固
定
可
能
説
》
と
の
相
互
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ

て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
す
で
に
指
摘
し
た
。

一
九
六

O
年
法
三
四
条
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
な
い
本
判
決
の
結
論
は
、
別
の
事
案
に
対
し
て
下
さ
れ
た
、
同
法
廷
の
同
じ
日
付

の
判
決
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
ほ
か
、
そ
の
後
も
判
例
上
維
持
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
知
る
か
ぎ
り
、
本
判
決
以
外
に
な
ん
ら
か
の
理
由
づ

公法上の建築隣人訴訟は)

け
を
と
も
な
っ
て
法
三
四
条
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
し
た
判
例
は
な
い
。
そ
の
後
の
判
例
は
た
だ
本
判
決
の
結
論
を
確
認
す
る
の
み
で

あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
一
九
七
六
年
改
正
に
か
か
る
法
三
四
条
一
項
に
つ
い
て
も
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
検
討
の
ま
と
め

は
、
次
に
み
る
法
三
五
条
の
ま
と
め
と
合
わ
せ
て
行
な
う
。

2 

連
邦
建
設
法
三
五
条

)
 
1
 
(
 

一
九
六

O
年
法
三
五
条
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

北法41(4・79)1539



説

第
一
項
「
開
発
制
限
地
区
に
お
い
て
は
、
建
築
案
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
、
か
つ
公
益
に
対
立
せ
ず
、
十
分
な
地
区
基
盤
整
備
が
保
障
さ

れ
て
い
る
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
る
。

一
農
林
業
経
営
の
た
め
の
建
築

二
経
営
譲
渡
・
廃
止
後
の
、
以
前
の
農
業
経
営
者
の
た
め
の
住
宅

三
農
業
労
働
者
の
た
め
の
住
宅

四
地
域
に
密
着
し
た
営
業
そ
の
他
の
施
設
、
ま
た
、
電
話
、
電
気
、
ガ
ス
、
熱
、
水
道
の
公
的
供
給
、
下
水
処
理
施
設

五
環
境
に
対
す
る
特
別
の
要
請
、
周
辺
へ
の
有
害
な
影
響
も
し
く
は
特
別
な
目
的
の
ゆ
え
に
、
開
発
制
限
地
区
に
お
い
て
の
み
実
施
し
得
る
建

築
L

第
二
項
「
そ
の
他
の
建
築
案
は
、
そ
の
実
施
も
し
く
は
利
用
が
公
益
を
侵
害
し
な
い
場
合
に
、
個
々
の
場
合
ご
と
に
許
容
さ
れ
る
。
」

第
三
項
1

特
に
次
の
場
合
、
公
益
が
害
さ
れ
る
。

道
路
そ
の
他
の
交
通
施
設
、
供
給
施
設
、
下
水
、
ご
み
処
理
施
設
、
安
全
・
健
康
そ
の
他
の
職
務
に
対
す
る
不
経
済
な
支
出
が
要
求
さ
れ
る
場
合

水
利
を
脅
か
す
場
合
(
以
下
、
略
)
」

論

一
九
七
六
年
改
正
法
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
法
三
五
条
の
適
用
範
囲
、
各
要
件
と
そ
の
解
釈
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。

叩
以
下
で
は
、
関
連
判
例
を
、
争
わ
れ
て
い
る
建
築
案
の
種
類
|
|
優
先
的
建
築
案
(
一
項
)
か
、
そ
の
他
の
建
築
案
(
二
項
)
か
ー
ー

で
分
け
る
こ
と
な
く
、
順
に
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
七
年
一
二
月
六
日
判
決
(
の
何
回
w
N
O

∞
H

匂
〈
巴
・

5
2・∞・

8
H
R
)

本
判
決
の
意
義
は
、
ま
ず
は
法
三
五
条
二
項
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
判
決
は
ふ
た
つ
の

も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、

《
固
定
可
能
説
》
に
も
と
づ
く
理
由
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
、
公
益
と
し
て
承
認
さ
れ
た
《
近
隣
へ

の
配
慮
(
河
口
nw回
目
。

y
g
m
F
5
0
)
》
な
る
も
の
に
も
、
近
隣
土
地
所
有
者
の
請
求
権
(
〉
ロ
印
有
宮
町
)
は
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

北法41(4・80)1540



事
案
の
内
容
と
と
も
に
《
画
定
可
能
説
》
に
関
す
る
判
示
を
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、
本
判
決
は
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
(
人
格
の
自
由

な
発
展
の
権
利
)

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
第
三
款
で
と
り
上
げ
る
。

事
案
は
次
の
通
り
。
建
築
主
の
土
地
は
開
発
制
限
地
区
に
あ
り
、
隣
人
原
告
の
土
地
は
連
担
建
築
地
区
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
越
境
隣
人
訴

訟
で
あ
る
。
原
告
は
開
放
型
建
築
様
式
の
住
宅
と
そ
の
土
地
の
所
有
者
で
あ
り
二
二
八
×
一
五
×
七
メ
ー
ト
ル
の
二
階
建
工
場
(
司
白
σ

ユw
m白
σ
山
足
。
)

に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
を
争
っ
た
。

B
プ
ラ
ン
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
素
案
に
よ
る
と
、
原
告
の
土
地
は
二
階
建
純
粋
住
居
地
域
に
、
ま
た
建
築

主
の
土
地
は
二
階
建
混
合
地
域
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

@
一
九
六
七
年
判
決
に
お
い
て
、
「
当
法
廷
は
建
築
法
規
定
に
つ
き
権
利
(
凹

czmzzm印刷
N
2
Y斤
)
を
肯
定
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
々
の
規

範
か
ら
、
権
利
あ
る
者
の
、
特
定
さ
れ
画
定
可
能
な
範
囲
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
」

(Na)
「
法
三
五
条
二
項
の
場
合
に
は
、
権
利
あ
る
者

の
、
特
定
さ
れ
、
も
し
く
は
、
画
定
可
能
な
範
囲
が
|
|
[
@
一
九
六
七
年
判
決
で
問
題
に
な
っ
た
]
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
二
条
一
項
一
文
に
お
け
る

以
上
に
|
|
欠
け
て
い
る
。

L
G
S

つ
ぎ
に
、

《
近
隣
へ
の
配
慮
》
に
関
す
る
説
示
を
ふ
た
つ
に
分
け
て
紹
介
し
よ
う
。
第
一
に
、

《
近
隣
へ
の
配
慮
》
が
公
益
の
ひ
と
つ
と

公法上の建築隣人訴訟(4)

し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
導
く
た
め
、
判
決
は
ま
ず
、
法
三
五
条
に
い
う
「
公
益
」
の
性
格
に
つ
い
て
一
般
的
に
、
大
略
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
が
打
撃
を
被
る
と
き
、
法
三
五
条
二
項
に
も
と
づ
く
建
築
案
を
許
さ
な
い
公
益
は
、
開
発
制
限

地
区
の
目
的
実
現
を
助
け
る
が
、
そ
の
目
的
と
は
、
農
林
業
な
ど
の
利
用
や
優
先
的
建
築
案
、
保
養
地
域
と
し
て
こ
こ
を
住
民
に
利
用
さ
せ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
優
先
的
建
築
案
を
阻
止
す
る
公
益
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
公
益
は
目
的
違
反
の
建
築
案
か
ら
開
発

制
限
地
区
を
保
護
す
る
と
い
う
意
義
以
上
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
」
(
日
記
)
こ
の
よ
う
に
、
判
決
は
公
益
の
意
義
を
膨
ら
ま
せ
た
う
え
で
、

北法41(4・81)1541 

さ
ら
に
、
公
益
と
し
て
の
《
配
慮
》
な
る
も
の
を
承
認
す
る
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
状
況
か
ら
要
請
さ
れ
る
、
近
隣
住
宅
建
築
物
へ
の
配
慮

(E仏色一芯巾ロ
E白円岳『【母凶庁巾ロ口ヨ印巳丹
g凶苦ロ旦
ι号巾ロ閃巾与σ。♀門巾
Bロ巾河担門三内印丈
H

~宮ι孟此}宮】丙巾σ宮巾広『』宮円ロ包】丘昼仏色-口一庁円♀}町凶巾

g巧『
S。}町
H5同ロ同号~σ】而σz白ロ
E己ロ
m吃
)
は
、
法
三
五
条
三
項
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
公
益
と
し
て
、
優
先
的
建
築
案
さ
え
阻
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
益
概
念
に
よ
っ
て
、
開
発
制
限
地
区
の
建
築
に
対
し
法
的
に
意
味
を
持
ち
う
る
よ
う
な
す
べ
て
の
観
点
が
含
ま
れ
る
の
で



説

あ
る
か
ら
(
の
開

Z
-
E叶
(
旧
日
。
)
)
、
開
発
制
限
地
区
の
特
殊
な
目
的
の
保
護
を
起
源
と
し
な
い
観
点
ま
で
も
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
法
三
五
条
三
項
に
拳
げ
ら
れ
て
い
る
例
が
示
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
の
な
か
に
は
、
近
隣
の
連
担
建
築
地
区
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
保

護
に
値
す
る
周
辺
の
、
実
行
可
能
な
保
護
(
宮
三
一
円
宮

ωnyoロ
gm)
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
に
す
で
に
あ
る
私
的
所
有
権
の
た
め
に
も
作
用
し

う
る
よ
う
な
諸
々
の
考
慮
が
含
ま
れ
う
る
。
そ
う
し
た
観
点
は
公
益
と
い
う
枠
の
な
か
で
、
法
三
五
条
に
も
と
づ
く
建
築
案
の
実
現
に
対
立
し
、
建

築
案
へ
の
許
可
を
求
め
る
建
築
主
の
請
求
権
(
〉

E
胃
宮
町
)
を
排
除
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
J
G
Z
己

北法41(4・82)1542

論

第
二
に
、
判
決
は
、
公
益
と
し
て
承
認
さ
れ
た
《
配
慮
》
に
、
係
争
建
築
案
の
排
除
を
求
め
る
隣
人
の
請
求
権
(
〉

E
胃

RY)
は
対
応
し

な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
当
該
公
益
が
目
的
違
反
の
建
築
物
か
ら
開
発
制
限
地
区
を
保
護
す
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
目
的
、

た
と
え
ば
近
隣
建
築
地
域
も
し
く
は
建
築
物
へ
の
配
慮
に
役
立
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
『
公
』
の
利
益
の
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

(
N
国
)
(
二
重
鈎
内
原
文
隔
字
体
)

以
上
の
よ
う
に
、
法
三
五
条
二
項
に
お
い
て
も
、

《
画
定
可
能
説
》
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

さ
て
、

か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、

こ
れ
は
、
本
稿
第
四
章
で
論
じ
る
《
配
慮
原
則
(
河
口
n
w
a
n
E
E
F
E
o
m号
。
?
の
巾
σ
E
己

q
河口
n
w∞
目
。
宮
口
阿
佐
目
。
)
》
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

《
配
慮
》
は
公
益
の
ひ
と
つ
だ
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

《
近
隣
へ
の
配
慮
》
な
る
も
の
が
公
益
の
ひ
と
つ
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
だ
隣
人
の
「
請
求
権
」
は
対
応
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

本
判
決
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
公
益
と
し
て
の
《
近
隣
・
周
辺
へ
の
配
慮
》
が
、
実
際
に
優
先
的
建
築
案
に
も
対
立
し
う
る
こ
と
を
、
@

一
九
六
八
年
四
月
一

O
日
第
四
部
判
決
(
巴
〈
巴
・

Hcgw
∞-
N
宅
内
・

H

の
開
N
匂

w
E∞
)
が
本
判
決
を
引
き
つ
つ
確
認
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
隣
人
訴
訟
の
事
案
で
は
な
く
、
優
先
的
建
築
案
た
る
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
映
画
館
(
〉
三
o
w
Z
O
)
の
建
築
許
可
を
拒
否
さ
れ
た
建
築
主
が
原

告
と
な
っ
て
、
み
ぎ
拒
否
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
映
画
館
は
連
担
建
築
地
区
か
ら
三

0
1四
0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
予
定
さ

れ
、
一
日
一

O
O
O台
に
の
ぼ
る
自
動
車
の
出
入
り
が
予
想
さ
れ
た
。
判
決
は
「
選
択
さ
れ
た
立
地
点
に
関
し
て
、
公
益
が
対
立
し
て
い
る
」
こ
と

を
理
由
に
、
建
築
主
か
ら
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
が
、
理
由
中
で
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



寸
あ
る
団
地
に
お
け
る
静
穏
を
維
持
し
、
周
辺
の
騒
音
か
ら
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
も
ま
た
法
三
五
条
に
い
う
公
益
に
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
保

護
は
、
開
発
制
限
地
区
で
の
優
先
的
建
築
案
の
実
現
に
も
対
立
し
う
る
。
」
「
適
法
な
既
存
の
連
担
純
粋
住
宅
建
築
物
を
著
し
い
騒
音
か
ら
守
る
こ
と

は
、
良
好
な
都
市
建
設
秩
序
に
か
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
重
要
な
公
益
と
し
て
、
開
発
制
限
地
区
の
『
新
し
い
』
計
画
に
対
立
し
う
る
。
」

(NS)

(
二
重
鈎
内
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
八
年
一

O
月
二
一
日
判
決
(
巴
〈
巴
・

5
3唱

ω
-
N
B
R・)

本
判
決
は
、
既
存
の
優
先
的
事
業
を
営
む
者
か
ら
の
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
一
般
論
と
し
て
承
認
し
た
重
要
判
決
で
あ
る
。
そ
の
理

由
づ
け
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
《
交
換
関
係
説
》
・
《
画
定
可
能
説
》
へ
の
言
及
が
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
優
先
的
事
業
が
連
邦
建
設
法
の

立
法
者
に
よ
っ
て
開
発
制
限
地
区
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
優
先
的
事
業
の
持
つ
法
的
地
位
の
特
殊
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
係
争
建
築
許
可
根
拠
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
示
唆
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

本
件
で
は
、
あ
る
農
家
が
得
た
車
庫
付
住
宅
の
建
築
許
可
を
、
こ
れ
も
ま
た
優
先
的
事
業
で
あ
る
農
業
を
営
む
隣
人
が
争
っ
て
い
る
。
原
告
は
、

本
件
建
築
許
可
に
よ
り
、
自
然
保
護
、
耕
地
整
理
の
実
施
に
打
撃
が
生
ず
る
、
と
主
張
し
た
。
係
争
許
可
の
根
拠
規
定
が
、
法
三
五
条
の
第
一
項
か
、

第
二
項
か
不
明
で
あ
る
。
判
決
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

「
本
件
に
お
い
て
は
、
隣
人
原
告
自
身
が
農
家
と
し
て
優
先
化
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
学
説
・
判
例
上
の
通
説
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、

法
三
五
条
は
主
観
的
隣
人
保
護
を
与
え
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
優
先
化
さ
れ
た
者
に
、
新
し
い
建
築
案
に
対
す
る
排
除
請
求
権

(〉

σさ
巾
耳
目
的
官
宮
町
)
が
帰
属
す
る
か
と
い
う
本
件
の
問
題
に
と
っ
て
は
、
異
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る

(
N
E
)

。

当
法
廷
は
一
九
六
七
年
一

O
月
二
五
日
判
決
に
お
い
て
、
優
先
的
建
築
案
は
立
法
者
の
決
断
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
開
発
制
限
地
区
に
属
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
三
五
条
一
項
の
法
的
規
律
は
、
法
三

O
条
に
も
と
づ
く
計
画
地
区
内
の
土
地
を
利
用
し
よ
う
と
す
る

建
築
主
よ
り
も
僅
か
な
権
利
(
初
日
宮
巾
)
を
国
民
に
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
構
造
・
機
能
の
点
で
、
法
三
五
条
一
項
は
法
三

O

条
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が
、
法
三
五
条
一
項
の
二
般
的
計
画
化
。
に
よ
る
受
益
者
に
は
、
計
画
地
区
の
土
地
所
有
者
と
比
較

北法41(4・83)1543



説

で
き
る
権
利
(
河

R
E巾
)
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
考
え
を
引
き
起
こ
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
、
グ
具
体
的
。
計
画
地
区
に
存
在
す
る
よ
う
な

統
一
性
が
欠
け
て
い
る
。
法
三
五
条
一
一
項
か
ら
生
ず
る
受
益
は
、

B
プ
ラ
ン
の
場
合
と
異
な
り
、
特
定
の
地
域
的
性
格
と
特
定
の
利
用
の
確
定
の
な

か
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
受
益
は
優
先
化
の
中
に
あ
り
、
受
益
者
の
請
求
権
(
〉
ロ
印
有
宮
町
)
は
、
優
先
的
状
態
を
妨
げ
ら
れ
ず
に
利
用
で
き

る
こ
と
だ
け
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
優
先
化
さ
れ
た
者
は
、
彼
を
保
護
す
る
公
益
で
あ
っ
て
、
そ
の
無
視
が
、
新
し
い
建
築
案
の
許

容
を
も
た
ら
し
、
彼
の
優
先
性
の
継
続
的
行
使
と
優
先
的
建
築
状
況
の
行
使
を
(
事
実
上
(
『
長
丘
団
与
)
)
問
題
に
す
る
か
、
も
し
く
は
、
著
し
く
打

撃
す
る
よ
う
な
公
益
だ
け
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る

(NE
ご。

新
し
い
建
築
案
が
優
先
的
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
決
定
的
な
の
は
既
存
の
優
先
的
状
況
に
対
す
る
阻
害
的
効
果
だ
け
で
あ
る
。
建
築
案
が
阻

害
的
な
と
き
に
は
優
先
化
さ
れ
た
も
の
は
、
優
先
的
建
築
案
に
対
し
て
さ
え
、
対
立
す
る
公
益
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
開
発
制
限
地

区
で
な
さ
れ
う
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
多
様
で
あ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
排
他
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
存
の
優
先
的
事
業

が
別
様
の
構
造
を
も
っ
優
先
的
建
築
案
に
対
し
て
、
対
立
す
る
公
益
安
代
表
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
対
立
す

る
公
益
は
そ
の
根
を
、
優
先
的
地
位
を
受
け
取
り
、
先
住
原
則
を
主
張
で
き
る
者
の
権
利
に
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
既
存
の
状
況
を
阻
害
せ

ず
、
既
存
の
優
先
的
状
況
に
か
か
わ
ら
な
い
公
益
が
対
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
優
先
的
所
有
権
者
は
当
該
建
築
案
に
法
三
五
条
を
用
い
て

抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
N
2
)

。
本
件
が
こ
れ
で
あ
る

(
N
宮
戸
)
。
」
(
引
用
符
原
文
、
傍
点
引
用
者
)

論

《
保
護
規
範
説
》
の
あ
り
う
る
内
容
理
解
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
は
、
係
争
建
築
許
可
根
拠
規
定
の
隣

人
保
護
的
性
格
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
理
解
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
本
判
決
は
根
拠
規
定
の
性
格
を
問
題
に
し
て

い
な
い
。
判
決
に
よ
る
と
「
新
し
い
建
築
案
が
優
先
的
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
根
拠
規
定
が
法
三
五
条
一
項
な
の
か
、
二

項
な
の
か
は
不
明
で
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
解
に
立
つ
と
き
、
本
判
決
を
法
三
五
条
一
項
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認

め
た
も
の
、
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
決
の
論
理
に
よ
る
と
、
優
先
的
事
業
を
営
む
原
告
に
寸
権
利
L

が
承
認
さ
れ
る
根
拠
は
、

連
邦
建
設
法
の
立
法
者
が
優
先
的
事
業
の
た
め
に
も
開
発
制
限
地
区
を
創
設
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
判
決
の
視
線
は
新
し
い
建
築
案
へ

の
建
築
許
可
根
拠
規
定
で
は
な
く
、
原
告
隣
人
の
既
存
の
優
先
的
な
法
的
地
位
に
注
が
れ
て
い
る
。
本
判
決
の
論
理
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で
、
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
原
告
は
問
題
と
な
る
公
益
侵
犯
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
原
告
を
保
護
す
る
公
益
で
あ
っ
て
、

そ
の
侵
犯

が
原
告
の
優
先
的
地
位
(
権
利
)
を
阻
害
す
る
よ
う
な
公
益
侵
犯
だ
け
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
法
上
の
建

築
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
原
告
が
勝
訴
す
る
た
め
に
は
、
原
告
隣
人
に
寸
権
利
L

が
存
在
し
、
係
争
建
築
許
可
が
違
法
で
あ
っ
て
、
し
か
も
当

該
違
法
と
原
告
の
権
利
・
地
位
へ
の
阻
害
・
打
撃
と
の
聞
に
関
連
の
あ
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
一
年
四
月
一
六
日
判
決
(
巴
〈
∞
戸

5
2・
ω・
足
。
片
岡
・
)

み
ぎ
に
み
た
@
一
九
六
八
年
判
決
は
、
係
争
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
を
無
視
し
、

に
原
告
の
「
権
利
L

を
見
い
だ
し
て
い
た
。
本
判
決
は
、

根
拠
規
定
は
法
三
五
条
二
項
で
あ
る
と
明
言
し
な
が
ら
、

先
的
地
位
か
ら
「
権
利
」
を
導
き
出
し
て
い
る
。

も
の
と
理
解
で
き
る
。

隣
人
原
告
の
有
す
る
優
先
的
地
位
に
注
目
し
て
、

本
件
で
適
用
さ
れ
る

B
プ
ラ
ン
が
、
原
告
ら
主
張
の
よ
う
に
無
効
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
問
う
こ
と
な
く
、
や
は
り
原
告
ら
の
有
す
る
優

ヲ
」
}
ア
」

し
た
が
っ
て
、

本
判
決
は
@
一
九
六
八
年
判
決
の
趣
旨
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
確
認
し
た

公法上の建築隣人訴訟は)

本
件
の
事
案
は
、
開
発
制
限
地
区
で
、
一
九

O
三
年
以
来
、
営
業
法
一
六
条
以
下
の
許
可
を
得
て
濃
厚
飼
料
工
場
を
営
む
者
と
そ
の
土
地
の
所
有

者
が
、
工
場
か
ら
一
五

0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
ま
で
接
近
し
て
き
た
住
宅
建
築
案
に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
の
取
り
消
し
を
求
め
、
ま
た
予
想
さ

れ
る
建
築
許
可
の
不
交
付
の
義
務
づ
け
を
求
め
て
争
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
予
防
的
不
作
為
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
工
場
は
駅
の
南
西
に
あ
り
、
住
宅
密
集

地
域
か
ら
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
工
場
と
駅
の
聞
を
工
場
の
敷
地
に
至
る
ま
で
住
宅
地
域
に
指
定
し
た
B
プ
ラ
ン
が
策
定

さ
れ
、
み
ぎ
の
よ
う
に
住
宅
が
建
築
さ
れ
始
め
た
た
め
、
原
告
ら
は
連
邦
建
設
法
一
条
四
項
違
反
を
理
由
に
B
プ
ラ
ン
の
無
効
を
主
張
し
た
。
原
審

行
政
裁
判
所
は
原
告
適
格
を
否
定
し
訴
え
を
却
下
し
た
が
、
本
判
決
は
訴
え
の
適
法
性
と
原
告
適
格
を
と
も
に
認
め
、
事
案
を
上
級
行
政
裁
判
所
に

差
し
戻
し
た
。
本
判
決
は
、
@
一
九
六
八
年
判
決
の
判
旨
を
引
用
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
大
要
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。

寸
当
法
廷
に
と
っ
て
、
以
前
の
計
画
の
保
障
は
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
優
先
化
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
優
先
的
地
位
の
行
使
を
阻
害
す
る
新
し

い
建
築
案
に
対
抗
で
き
る
法
根
拠
だ
け
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
三
五
条
一
項
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
L
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「
被
告
が
引
用
す
る
一
九
六
七
年
一

O
月
二
四
日
判
決
は
、
本
件
と
同
じ
く
、
[
自
己
の
周
辺
の
]
新
規
の
施
設
へ
の
配
慮
を
将
来
な
す
こ
と
、

お
よ
び
、
施
設
に
将
来
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
損
害
に
関
す
る
補
償
の
支
払
い
と
を
予
め
阻
止
し
よ
う
と
し
た
鉱
山
所
有
者
の
訴
え
を
敗
訴
さ
せ

て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
と
は
法
お
よ
び
利
益
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
こ
で
は
、
営
業
法
一
六
条
以
下
の
許
可
が
問
題
だ
っ
た
が
、
本

件
で
は
|
i
B
プ
ラ
ン
が
無
効
だ
と
す
る
と
|
|
法
三
五
条
ニ
項
に
の
み
も
と
づ
く
建
築
許
可
が
問
題
で
あ
る
。
一
九
六
七
年
一

O
月
二
四
日

判
決
に
よ
れ
ば
、
隣
人
は
営
業
法
一
六
条
以
下
に
よ
っ
て
、
施
設
自
体
か
ら
生
ず
る
危
険
、
損
失
も
し
く
は
汚
染
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
(
し
か
も
、

客
観
法
上
も
主
観
法
上
も
)
。
こ
れ
に
対
し
、
開
発
制
限
地
区
に
お
け
る
隣
人
は
、
優
先
的
隣
人
が
@
一
九
六
八
年
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
範
囲

で
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
の
で
き
る
公
益
に
よ
っ
て
の
み
、
客
観
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
法
状
況
の
違
い
に
よ
り
、
本
件

は
一
九
六
七
年
一

O
月
二
四
日
判
決
の
事
案
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
次
に
、
本
件
原
告
の
事
業
は
開
発
制
限
地
区
に
割
り
当
て
ら
れ
優
先
化
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
主
観
法
上
結
び
付
く
保
障
は
、
優
先
化
さ
れ
た
既
存
の
状
況
の
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
継
続
的
行
使
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

原
告
事
業
主
の
利
益
状
況
|
|
権
利
|
|
は
、
既
存
の
優
先
的
状
況
に
関
す
る
公
益
が
対
立
す
る
よ
う
な
建
築
案
の
排
除
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

[
こ
れ
に
対
し
、
一
九
六
七
年
一

O
月
二
四
日
判
決
に
お
い
て
は
]
鉱
山
所
有
者
は
、
与
え
ら
れ
た
地
下
利
用
の
機
会
を
未
だ
利
用
し
て
い
な
か
っ

た
。
」
(
記
∞
)
(
傍
点
引
用
者
)

論

以
上
の
ほ
か
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
の
判
決
に
は
、
「
建
築
法
上
の
全
体
状
況
と
一
致
し
た
隣
接
地
の
利
用
に
対
す
る
配
慮
原
則
は
、

法
三
五
条
二
項
に
い
う
〈
公
益
》
と
し
て
、
ミ
ニ
ゴ
ル
フ
場
の
許
容
性
に
対
立
し
う
る
L

こ
と
、
お
よ
び
、
寸
優
先
的
建
築
案
が
問
題
と
な
ら
な

い
限
り
、
法
三
五
条
は
隣
人
保
護
効
を
持
た
な
い
L

こ
と
を
確
認
し
た
、
@
一
九
七
二
年
三
月
三
日
判
決
(
巴
〈
∞
戸
冨
吋
N
唱

ω・
。
室
内
)

と
、
法
三
五
条
二
項
は
法
三
四
条
と
同
じ
く
隣
人
保
護
的
作
用
を
持
た
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
、
@
一
九
七
六
年
三
月
二
六
日
判
決
(
の
何
回
0
・

N

∞N
G

自
)
)
が
あ
る
。
と
も
に
一
切
の
理
由
づ
け
を
与
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
後
で
み
る
所
有
権
に
も
と
づ
く
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟

を
認
め
た
も
の
と
し
て
意
義
の
あ
る
判
決
で
あ
る
。
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ま
と
め
と
若
干
の
検
討

川
は
じ
め
に
、
法
三
四
条
関
連
判
例
も
合
わ
せ
て
、
以
上
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
一
九
六

O
年
法
三
四
条
(
@
一
九
六
九

年
判
決
)
と
法
三
五
条
二
項
(
@
一
九
六
七
年
判
決
)
に
隣
人
保
護
的
性
格
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
お
も
な
理
由
は
、
い
ず
れ
に
あ
っ

て
も
、
自
称
権
利
者
・
保
護
さ
れ
る
べ
き
者
の
範
囲
が
画
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
《
画
定
可
能
説
》
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
法
三
五
条
一
項
に
い
う
優
先
的
事
業
を
営
む
も
の
に
は
寸
権
利

(
m
R宮
内
)
L
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
@
一
九
六
八
年
判
決
、

@
一
九
七
一
年
判
決
)
。
こ
こ
で
は
《
固
定
可
能
説
》
へ
の
言
及
は
な
い
。

つ
ぎ
に
、
法
三
五
条
一
項
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
(
@
一
九
六
八
年
判
決
、
@
一
九
七
一
年
判
決
)
、
係
争
建
築
許
可
根
拠
規
定
の
性
格

は
問
題
と
さ
れ
ず
、
原
告
隣
人
の
法
的
地
位
の
優
先
性
が
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
新
し
い
建
築
案
が
優
先

的
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
L
(
@
一
九
六
八
年
判
決
)
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
の
関
心
は
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
で
は
な
く
、
原
告
の
有
す

る
法
的
地
位
・
権
利
利
益
に
む
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
原
告
隣
人
が
勝
訴
す
る
た
め
に
は
、
建
築
許
可
の
違
法
で
あ
る
こ
と
と
原
告
の
権
利
へ
の
打
撃
が
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
両
者
の

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

間
に
あ
る
種
の
関
連
が
あ
る
こ
と
、
以
上
の
条
件
の
存
在
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
@
一
九
六
八
年
判
決
)
。

叩
建
築
許
可
根
拠
規
定
と
権
利
根
拠
規
定

①
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
@
一
九
六
八
年
判
決
・
@
一
九
七
一
年
判
決
と
、
@
一
九
六
九
年
判
決
な
ど
そ
の
他
の
判
決
と
の
関
係
が
問
題

と
な
る
。
本
稿
が
こ
れ
ま
で
紹
介
検
討
し
て
き
た
裁
判
例
の
多
く
は
、
免
除
が
争
わ
れ
た
事
案
を
除
い
て
、
@
一
九
六
九
年
判
決
の
判
断
枠

組
み
を
と
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
が
許
可
の
適
法
性
の
判
断
基
準
で
あ
る
と
同
時
に
、
隣
人
原

告
か
権
朴
合
伊
否
ト
粋
断
わ
か
基
準
か
し
v
b
ヲ
わ
h
晶
子
や
臥
ゆ
か
い
W

か
九
り
か

b
t
r
a
h」
ひ
ん
J

、
か
、
@
一
'
古
川
ん
争
朴
決
・
@
一
ル
む
一
争
朴
決

は
両
者
を
分
け
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
建
築
許
可
根
拠
規
定
と
権
利
の
根
拠
規
定
と
の
同
一
性
を
要
求
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
態
度
の
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違
い
の
原
因
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ん
と
う
に
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
@
一
九
六
八
年
判
決
・
@
一
九
七
一
年
判
決
は
、
@
一
九
六
九
年
判

決
の
と
る
判
断
枠
組
み
と
整
合
的
統
一
的
に
理
解
説
明
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
を
い
わ
ゆ
る
越
境
隣
人
訴
訟

論

が
与
え
て
く
れ
る
。

越
境
隣
人
訴
訟
と
は
、
建
築
主
と
原
告
隣
人
と
が
た
が
い
に
異
な
る
地
域
地
区
に
い
る
隣
人
訴
訟
を
い
う
。
@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判

所
一
九
六
一
年
二
月
六
日
判
決
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
七
三
年
一
二
月
一
四
日
判
決
、
@
一
九
六
七
年
一
二
月
六
日
判
決
が
そ
う
で
あ

り
、
ま
た

B
プ
ラ
ン
が
有
効
で
あ
る
な
ら
@
一
九
七
一
年
四
月
一
六
日
判
決
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
建
築
許
可
の
根
拠

規
定
と
原
告
隣
人
の
法
的
地
位
と
は
、
通
常
関
係
が
な
い
。

た
と
え
ば
、
完
全
B
プ
ラ
ン
適
用
地
区
の
住
居
専
用
地
域
に
い
る
原
告
が
、
境
界
線
の
向
こ
う
側
の
開
発
制
限
地
区
の
な
か
で
作
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
プ
タ
小
屋
の
建
築
許
可
を
争
う
と
い
う
場
合
、
根
拠
規
定
は
法
一
二
五
条
一
項
で
あ
る
が
、
原
告
隣
人
の
法
的
地
位
に
特
色
を
与
え
て
い
る
の

は
住
居
専
用
地
域
と
い
う
B
プ
ラ
ン
の
指
定
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
開
発
制
限
地
区
に
お
い
て
も
生
じ
う
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
既

存
の
原
告
隣
人
が
自
分
の
法
的
地
位
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
提
出
で
き
る
規
定
に
は
、
法
三
五
条
一
項
と
二
項
の
ふ
た
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
優
先

的
事
業
と
そ
の
他
の
事
業
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
原
告
は
自
己
の
事
業
の
種
類
に
応
じ
て
、
い
ず
れ
か
一
方
を
自
己
の
法
的
地
位
に

か
か
わ
る
規
定
と
し
て
提
出
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
係
争
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
と
は
関
係
が
な
い
。
新
規
の
建
築
案
が
そ
の
他
の
事
業
に
か

か
る
建
築
案
で
あ
り
、
根
拠
規
定
が
法
三
五
条
ニ
項
で
あ
っ
て
も
、
隣
人
原
告
が
優
先
的
事
業
を
営
む
者
で
あ
れ
ば
、
原
告
は
そ
の
優
先
性
を
主
張

で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
建
築
許
可
の
適
法
性
判
断
基
準
と
原
告
隣
人
の
権
利
存
否
判
断
基
準
と
を
と
も
に
法
三
四
条
で
あ
る
と
し
た
@
一
九
六
九

年
判
決
に
お
い
て
、
建
築
主
(
建
築
案
)
と
原
告
と
は
と
も
に
連
担
建
築
地
区
に
い
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
隣
人
が
自
分
の
法
的
地
位
に
か

か
わ
る
規
定
と
し
て
提
出
で
き
た
の
は
、
さ
し
あ
た
り
法
三
四
条
だ
け
だ
っ
た
事
案
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
@
一
九
六
八
年
判
決
・
@
一
九
七
一
年
判
決
と
、
@
一
九
六
九
年
判
決
な
ど
と
の
違
い
の
原
因
を
い
ち
お
う
説
明
す
る
こ
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と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
違
い
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ

に
あ
っ
て
も
、
原
告
隣
人
の
権
利
存
否
判
断
の
決
め
手
は
、
原
告
が
自
己
の
法
的
地
位
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
の
で
き
る

規
定
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
そ
れ
を
建
築
許
可
根
拠
規
定
以
外
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
さ
し
あ
た
り
根
拠

規
定
し
か
な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
ま
さ
し
く
こ
の
[
越
境
隣
人
訴
訟
の
]
例
が
、
許
可
の
依
拠
す
る
規
範
も
し
く
は
指
定
だ
け
が
重

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
L

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

要
な
の
で
は
な
い
、

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
説
明
で
は
、
建
築
許
可
根
拠
規
定
と
権
利
賦
与
規
範
と
が
分
断
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
と
も
い
え
る
が
、

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
@
一
九
六
八
年
判
決
・
@
一
九
七
一
年
判
決
を
手
が
か
り
に
し
て
、
両
規
定
の
架
橋
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

《
配
慮
原
則
》
に
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
第
四
章
で
論
じ
る
。

る
②
法
三
五
条
一
項
に
関
す
る
@
一
九
六
八
年
判
決
・
@
一
九
七
一
年
判
決
に
お
い
て
、

《
画
定
可
能
説
》

へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
が
こ

れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
速
断
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
原
告
隣
人
が
優
先
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
権
利
あ
る
者

と
理
解
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
十
分
な
検
討
を
す
る
手
が
か
り
が
欠
け
て
い
る
。

3) の
範
囲
の
画
定
を
可
能

し
て
し当

る

係
争
利
益
の
種
類
と
打
撃
の
程
度

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

と
こ
ろ
で
、
建
築
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
係
争
利
益
の
種
類
と
そ
れ
へ
の
打
撃
の
程
度
と
が
重
要
な
役
割

を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
の
観
点
を
こ
こ
で
の
判
例
の
分
析
・
検
討
に
あ
て
は
め
る
と
ど
う

な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
法
三
五
条
一
項
に
い
う
優
先
的
事
業
に
は
高
い
法
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
連
邦
建
設
法
の

立
法
者
自
身
が
一
般
的
に
↓
計
画
し
て
、
こ
の
事
業
に
開
発
制
限
地
区
を
割
り
当
て
た
こ
と
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
「
相
互
に
排
他
的
L

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
優
先
的
事
業
の
中
に
は
、
周
囲
の
変
化
に
対
し
て
敏
感
な
も
の
が
あ
る
。

(
@
一
九
六
八
年
判
決
)
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説

問
題
は
、
法
三
四
条
に
お
い
て
生
ず
る
。
詳
し
く
は
後
に
譲
る
け
れ
ど
も
、
法
三
四
条
自
体
に
は
隣
人
保
護
的
性
格
は
認
め
ら
れ
ず
、

定
の
要
件
の
も
と
で
、
所
有
権
に
直
接
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
が
こ
こ
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
重
大
か
つ
受
忍

論

で
き
な
い
打
撃
の
継
続
す
る
こ
と
が
勝
訴
要
件
に
な
っ
て
い
る
。
基
本
権
た
る
所
有
権
と
い
う
重
要
な
権
利
利
益
が
問
題
に
な
り
な
が
ら
、

厳
格
な
要
件
が
こ
こ
に
課
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

* 

* 

* 

以
上
で
《
保
護
規
範
説
》
に
も
と
づ
く
判
例
の
検
討
を
終
え
る
。

つ
ぎ
に
は
、
学
説
(
《
保
護
規
範
説
》
)

の
理
解
を
見
る
こ
と
に
し
よ

フ。
(
1
)
〈
mF
同・刻。己巾一}向。『
w

ヨロ問団

σ田口円巾
n
F
E
n
y巾
の
巾
σ
0門広巾一円河口円宵回目
n
Z口同町
H
H
M

巾
(
円
)

J

U

〈
切
戸
邑
∞
h
p
ω

・∞吋(}同町・(∞叶
ω
B
R
司ロ・

ω九日)一

〈
m
-
-
E
n
y
国
・
巧
巾
σ巾
F
3
F
n
y
g胃
R
E諸
島
z
a
n
yぺ
J
E
ω
5
2・∞
-Eω
・

(
2
)
判
決
引
用
文
中
の
数
字
は
判
例
集
の
該
当
頁
数
。

(3)
本
判
決
は
、
次
に
紹
介
す
る
よ
う
な
理
由
づ
け
の
ほ
か
、
本
条
が
計
画
代
替
物
か
代
替
計
画
か
を
論
じ
、
結
論
と
し
て
計
画
で
は
な
い
、
と
も

述
べ
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
議
論
か
疑
問
で
あ
る
の
で
、
省
略
し
た
。

(
4
)
引
用
部
分
で
本
判
決
が
問
題
に
す
る
の
は
、
「
法
三
四
条
の
規
律
の
維
持
を
求
め
る
権
利
L

で
あ
っ
て
、
寸
法
三
四
条
の
隣
人
保
護
的
性
格
L

で

は
な
い
。
両
者
の
関
係
は
お
く
と
し
て
も
、
判
決
は
そ
の
理
由
づ
け
の
中
で
、
法
三
四
条
に
隣
人
保
護
的
作
用

(
E
n
z
σ
R
R
v
g目
白
骨
司

5w-

巴
。
ロ
)
を
認
め
る
見
解
に
は
従
え
な
い
と
し
た
り
、
自
ら
の
見
解
を
、
法
三
四
条
は
隣
人
保
護
効
を
持
た
な
い

(Z-5
口出口町

σ
R
R
E
R
B舟

当
町

w
g
m
g
S即
日
芯
同
)
と
す
る
見
解
だ
と
述
べ
て
い
る
ほ
か
、
み
ぎ
引
用
部
分
も
、
さ
き
に
取
り
上
げ
た
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
一
一
条
一
項
一
号
の

隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
し
た
@
一
九
六
七
年
判
決
と
、
本
稿
で
も
あ
と
で
取
り
上
げ
る
法
三
五
条
二
項
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
し
た
@
一

九
六
七
年
一
二
月
六
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
判
決
と
を
引
き
な
が
ら
の
説
示
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
判
決
全
体
の
枠
組
み
と
し
て
は
「
法
三
四

条
の
隣
人
保
護
的
性
格
」
を
問
題
に
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

(
5
)
〈
包
・
河
・

ω
n
y
g広
F
3〉ロ
B
R
W
Cロ
m
Nロ
∞
〈
巾
B
君
。
・
ロ
ュ
・
〈
-
E
-
∞
-
E
S
-
-
-
Z』
巧
冨

gw
∞
-
N
H
S
同

(N5N)
・

(6)
む
〈
切
戸
邑
叶
0

・
ω
-
m
o
同
一
口
〈
∞

-
E吋0
・
ω
∞
印
同
(
品
目
)
H
Z
』」「〈呂町市
Y
ω
-
H叶∞品目
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巴由同(忌・申)写誕科

(
ド
)
B
V
巴r
w
G
，
U
rt. 
v. 
25. 
6. 
1969
，
 D
V
B
l. 
1970
，
 S. 
66; 
U
rt. 
v. 
19. 
9. 
1969
，
 D
V
B
l. 
1970
，
 S. 
62 
ff. 
(62). 

(
∞
)
 
B
V
e
r
w
G
，
 Urt. 
v. 
26. 
3. 
1976
，
 G
E
 50
，
 282 
(285); 
U
rt. 
v. 
14. 
4. 
1978
，
 D
V
B
l. 
1978
，
 S. 
614 
ff. 
(615
，
 616). 

(
∞
)
 
B
V
e
r
w
G
，
 Be
s
c
h
l. 
v. 
13. 
2. 
1981
，
 N
]
W
 1981
，
 S. 
1973 
;
 Ur
t
 v. 
13. 
3. 
1981
，
 D
V
B
l. 
1981
，
 S. 
928 
ff. 

(
宮
)
ヨ
ト
地
「
恒

tムヤト~.îq:!;;!'(l刊翠
Q
被
告
柴
垣
~
H
E
~
軍

(1
1) 
J
但
:
寝
屋
駅
同
長
唱
。
1
1
 r
ril' 
(1
兵
く
111
社
)
1
0
同
国
~
ド

ド一組
(
坦
)
'
(
ド
)
'

(
~
)
 
ぬ
盤
。

(
口
)
て
会
ム
ト
ミ
ミ
1
'
<
'
<
，
ミ
ミ
ヰ
そ
-
Q
纏
わ
<
(R. 
Bartlsperger

，
 "D
a
s
 D
i
l
e
m
m
a
 des baulichen Nachbarrechts" V

e
r
w
A
r
c
h
.
 1969
，
 S. 
35 

ff
.
)
ぎ
'
1
4
-
軍
部
品
}
剥
〈
華
[
;
l
~
'
軍
~
1
知
事
n
字

4眠
時
+
.
!
公
は
制
m~ミ

~
+
'
!
~
Q
fJ1Q令。。ね.îq'

喜宇部ru:;HE
1><1l-Q

主語{トドさ~'
写
字
~
縦
Q
~
経
矧
国
主
語
。

(
~
)
 
"
(
会
ム
~
~
ミ

Tく
て
去
、
_
~
r

トJ
Q
穿

1JE.Q
モ
ト
~
'

~
ぶ
怯
!
と
主
~
~
.
î
q
ユ
ド
ヨ
~
'
再
手
中
担
Q
!
l
長
縦
士
~
~
~
!
と
援
は
Q
，
毛
鰍
~
心
￡
い
ユ
予
0'

ム
J
ユ'í\

T¥
ロ
ャ
与
J
;
\
斗
喜
善
!
と
提
言
絡
事
i
2
\
さ
Q

写i2~
i
主
制
収

JトJ
ユ
の
'
よJ-¥眠時。
V
g
l. 
ders. 
a
a
O
 (Fn. 
11)
，
 S. 
54. 

(
口
)
V
g
l. 
H
.
 Sendler
，
 "D
e
r
 Nachbarschutz i

m
 Stadtbaurecht Teil 

乞
N
achbarschutz i

m
 nicht beplant Innenbereich

，
 im
 

A
u
s
e
n
b
巴reich
u
n
d
 i
m
 G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
 z
u
m
 B
o
d
e
n
v
e
r
k
e
h
r
"
，
 Ba
u
R
 1970
，
 S. 
74 
ff. 
(76) 

(rl~
干
ム

J冊
世
鴬

1
1
機

|
廊
1

rril'Q
怖
~
!
l
~
ヰ
む
の
~
'
í
\
~
-
ユ
Í
'
*
'
^
れ
ぬ
〉
一
一
矧
鞍
官
製
脳
誕
川
同
様

11部
~
.
î
q
ユ
い
'
現
き
揺
~
ム
~
Í
'
ド
'
主
回
収
J
~
国
~
択

J平441

t製
~
仰
Q
騨

OOi己主く
2ご
い
ユ
令
。

oJ) 

(
苫
)
V
 gl. 
a
u
c
h
 B
a
rt1sperger

，
 "A
n
m
e
r
k
u
n
g
 zu B
V
e
r
w
G
，
 Urt. 
v. 
2
1. 
10. 
1968ぺ
D
V
B
l.
1969
，
 S. 
265 ff.
穿
鉱
石
HE1阿
佐
Q
採{ドト

~
'
客
様
車
窓
絡
橋
Q
~
緩矧固ま話fJ1Q!'(l。

(
巴
)
H
.
 H
.
 Friauf
，
 "D
e
r
 Rechtsschutz des sog. 

Dritten in 
der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung"

，
 ]ura 
1969
，
 S. 

3
 ff. 
(15). 

C:虫雪)
V
g副l.
W

(
口
)

1怜母喜宰宇景混~~以4
わ哨初(J〆，

4総特恥h陸底~'
~
製
機
控
寺
:
J

riiliõ闘
に
提
言
誕
~
(1 
・民-¥J
1くおす)

11
.l，コO

回
~
ド
ー
。

(~) 
V
g
l. 
U. 
G. 
Berger
，
 Grundfragen 

unweltrech
t1
icher 
N
a
c
h
b
a
r
k
l
a
g
e
n
，
 1982
，
 S. 
107; 
F. 
W
e
y
r
e
u
t
h
e
r
，
 B
a
u
e
n
 
i
m
 

A
u
s
e
n
b
e
r
e
i
c
h
，
 1979
，
 S. 
309. 

(~) 
D
V
B
l. 
1968
，
 S. 
35 
ff. 
mit A
n
m
.
 H. 
Schrodte

r. 

(
自
)
V
 gl. 
a
u
c
h
 B
V
e
r
w
G
，
 Urt. 
v. 
29. 
7. 
1977
，
 G
E
 54
，
 211 
(225). 
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説

(
幻
)
法
の
一
般
原
則
の
登
場
す
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
行
政
行
為
の
根
拠
規
定
(
と
き
と
し
て
、
根
拠
法
令
の
趣
旨
・
目
的
)
以
外
に
、
通
常
、

適
法
性
判
断
基
準
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
表
現
は
、
本
文
に
示
し
た
見
解
と
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
そ
の
侵
犯
を
原

告
が
主
張
し
て
い
る
規
範
に
よ
っ
て
の
み
、
原
告
に
権
利
が
あ
る
か
が
わ
か
る
。
」
(
切
〈
巾
門
司

p
cュ
・
〈
・
∞
・
ロ

-
E雪
唱
の
何
日
∞
w
N
S
(
Nご
)
H

U
〈
∞
戸
冨
∞
∞
・

ω・町内山]!門戸・

4m戸
山
口
門
町
己
ユ
・
〈
・
口

-N-H申叶
Y
ロ
〈
∞
】
邑
叶

Hwω
・
叶
印
品
(
叶
印
印
)

)

0

(
泣
)
〈
m-・4
〈
ミ
5
5
y
q・
3∞
与
さ
g
m印
お

n
F
E
n
Z
の
号
。
門
門
同
q
m
o
n
w印日
n
y
g与
ヨ
巾

g
a
E
Z
∞
包
E
E口
問
問
。
吋
己
g

Z白
n5RRYEN--w

∞山口閉山]{也万円

ω・同町内・(∞)・

(
幻
)
し
た
が
っ
て
、
@
一
九
六
八
年
判
決
・
@
一
九
七
一
年
判
決
の
枠
組
み
の
方
が
一
般
的
と
い
え
よ
う
。

(
M
)
〈
m-・
0
・
ω
n
z
k
Z
2・山口一

ω
n
E山門町芯円
¥HN・
ω円一円}戸

(zgm-Y
切
巾
吋
ロ
ロ
ミ
穴
。
HHMg巾ロ
g
司

N
Z
B
∞白
c
m
g巾門
NσEny--∞∞市
Y

何吋由席吋

出血
]σσ
白ロ門戸

ω・印∞
N
(河門凶・印
ω)
・
〈
ぬ
戸
田
口
口
町
出
。
・
同
O
円】円)¥〈巾司君白
-E口問問
J
H
R
P
F
Bロ回向巾
2
R・
N・〉口町
]
w
E∞0
・
河
内
凶
∞
町
内
・

N己
申
申
(
行

政
手
続
法
の
分
野
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
国
民
の
保
護
に
役
立
つ
法
規
は
、
予
定
さ
れ
た
行
政
行
為
の
根
拠
法
律
、

あ
る
い
は
、
求
め
ら
れ
た
行
政
行
為
の
授
権
法
律
の
中
に
、
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
」
「
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
、
つ
ま
り
行
政
手

続
法
に
い
う
権
利
は
、
と
り
わ
け
広
く
、
憲
法
か
ら
、
特
に
、
基
本
権
か
ら
生
ず
る
。
」
)
・

(
お
)
〈
m
u
-
E
E田
昌
a
R・
3
E巾
ロ
2
2
Z
間
三
者
一
円
E
E
m
仏

g

Z出円
5
R
R
E丹
N
2
5
R
r
E
E
n
F
g
∞
同
日
2
7ぺ
J
U巧
巧
呂
町
∞
ム

-HNN

民
・
(
巴
品
)
(
「
法
三
四
条
適
用
領
域
に
お
け
る
隣
人
訴
訟
に
反
対
す
る
主
要
な
問
題
点
、
す
な
わ
ち
、
保
護
さ
れ
た
人
々
の
範
囲
と
保
護
法
益
を
画

定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
の
問
題
は
、
法
三
五
条
一
項
一
号

i
四
号
に
よ
る
優
先
的
事
業
の
確
定
に
よ
っ
て
、
広
範
に
取
り
除
か
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
確
か
に
正
し
い
。
」
)

;:A 
両聞

第

款

学
説
(
《
保
護
規
範
説
》
)

《
保
護
規
範
説
》
を
含
む
権
利
論
一
般
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
優
れ
た
紹
介
・
研
究
が
す
で
に
あ
る
。
ビ
ュ

l
ラ

i
(∞ロ
E
m叶
)
、
パ
ツ
ホ

へ
ン
ケ
(
国

g
r
m
)
ら
の
学
説
研
究
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
学
説
の
検
討
に
は
立
ち

フ
(
∞
ω
n
y
o同)、

ル
ッ
プ
(
河
口
℃
芝
、

北法41(4・92)1552



《
保
護
規
範
説
》
が
実
定
行
政
訴
訟
手
続
の
中
で
発
揮
す
る
機
能
的
特
色
と
(
ご
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性

格
を
判
断
す
る
具
体
的
方
法
に
関
す
る
若
干
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
課
題
を
限
定
す
る

入
ら
な
い
。
本
稿
は
、

( 

一一) 。

(
1
)
さ
し
あ
た
り
参
照
、
原
因
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
三
年
)
(
特
に
、
一
頁
以
下
、
二
七
頁
以
下
、
二
四
五
頁
以
下
)
、
小
早
川
光
郎
『
行

政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
第
一
部
、
石
川
敏
行
可
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
形
成
と
展
開
(
一
)
合
乙
(
三
)
(
四
・
完
)
L
法
学
新
報
八

四
巻
一

H
二
H
三
号
一
五
一
頁
以
下
、
四
H
五
H
六
号
一
一
三
頁
以
下
、
七
H
八
H
九
号
八
三
頁
以
下
、
八
五
巻
一

H

ニ
H
三
号
一
一
五
頁
以
下

(
一
九
七
七
年

1
一
九
七
八
年
)
、
同
「
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
限
界
(
一
)
(
二
・
完
)
|
|
公
法
実
証
主
義
時
代
を
中
心
と
し
た
批
判
的
考
察
|
|
L

法
学
新
報
八
六
巻
四
H
五
H
六
号
一
一
三
頁
以
下
、
七
H
八
H
九
号
一
三
五
頁
以
下
(
一
九
七
九
年

1
一
九
八

O
年
)
、
中
川
義
朗
「
ド
イ
ツ
公
権

理
論
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
(
一
)
会
二
(
三
)
(
四
)
(
五
)
(
六
・
完
)
」
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
社
会
科
学
三
三
号
三
五
頁
以
下
、
二
一
五

号
五
三
頁
以
下
、
四

O
号
一
五
頁
以
下
、
四
一
号
七
頁
以
下
、
四
九
号
二
三
頁
以
下
、
五
一
号
二
九
頁
以
下
ご
九
七
三
年

1
一
九
八
二
年
)
、
同

寸
ナ
チ
ス
時
代
の
公
権
」
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
社
会
科
学
五
九
号
(
一
九
八
六
年
)
七
五
頁
以
下
、
同
「
西
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
新
傾
向
|
|

建
築
法
上
の
隣
人
の
権
利
保
護
問
題
を
範
例
と
し
て
|
|
」
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
社
会
科
学
六
二
号
ご
九
八
七
年
三
三
頁
以
下
、
安
念

潤
司
寸
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
一
)
(
二
)
(
三
)
(
四
・
完
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
七
巻
一
一

H

一
一
一
号
一
頁
以
下
、
九
八
巻
五
H

六
号
五

O
頁
以
下
、
一
一
リ
一
二
号
八
四
頁
以
下
、
九
九
巻
七
H
八
号
二
貝
以
下
(
一
九
八
四
年

1
一
九
八
六
年
)
(
特
に
、
(
三
)
)
な
ど
。

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

《
保
護
規
範
説
》
の
機
能

ベ
ッ
タ

l
マ
ン
論
文

一
九
六
九
年
の
論
稿
に
お
い
て
、

ベ
ッ
タ
!
マ
ン
は
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
と
本
案
勝
訴
要
件
に
関
し
、
西
ド
イ
ツ
法
制
と
オ

l
ス

北法41(4・93)1553



説

ト
リ

l
法
制
と
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
訴
訟
に
お
け
る
《
保
護
規
範
説
》
の
機
能
を
、

し
か
も
建
築
隣
人
訴
訟
に
即
し
て

説
明
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
詳
し
く
紹
介
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

論

2 

名
宛
人
と
第
三
者
の
違
い

さ
て
、
べ
ツ
タ
l
マ
ン
に
よ
る
と
、
オ

1
ス
ト
リ
ー
で
は
、
西
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
行
政
決
定
(
∞
巾

R
v
a仏
(
西
ド
イ
ツ
で
い
う
行
政
行
為
)
)

の
違
法
性
だ
り
が
本
案
判
決
の
対
象
と
さ
れ
、
権
利
・
権
利
へ
の
打
撃
の
存
否
は
訴
訟
要
件
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
告
適
格
を

有
す
る
者
は
、
行
政
決
定
が
違
法
な
と
き
、
当
該
決
定
に
よ
っ
て
権
利
を
段
損
(
〈
q
g
R同
)
さ
れ
る
者
、
も
し
く
は
主
張
さ
れ
る
行
政
決
定
の
違

法
に
よ
っ
て
権
利
を
毅
損
さ
れ
る
者
、
と
定
式
化
さ
れ
る
。
係
争
行
政
決
定
に
よ
っ
て
権
利
を
打
撃
さ
れ
る

(
σ
2
E可
骨
z
r
t
)
者
、
と
い
う
定

式
も
あ
お
。
こ
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
原
告
適
格
の
構
成
要
素
を
、
ベ
ッ
タ
1
マ
ン
は
次
の
三
点
に
分
類
整
理
し
て
い
お
。

①
原
告
は
行
政
決
定
に
よ
り
打
撃
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
こ
の
打
撃
は
法
的
な

(
E
n
z
E
S巾
)
打
撃
で
あ
り
、
ま
た
、
③
直
接
的
な

(
E
E
3巴
'

σ国
司
巾
)
打
撃
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
最
後
の
③
は
、
具
体
的
に
は
、
「
行
政
決
定
は
原
告
を
直
接
に
、
す
な
わ
ち
第
三
者
の
介
入
な
し
に
打
撃
し

な
凶
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
行
政
決
定
の
法
的
効
果
は
第
三
者
を
経
由
し
て
初
め
て
原
告
に
届
く
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
叫
。
し
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

ベ
ッ
タ
l
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
み
ぎ
③
は
寸
法
律
で
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
も
の
の
、
実
務
で
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
正
当
性
は
、

二
次
的
に
(
印
巾
}
自
ロ
監
円
)
打
撃
を
被
る
に
す
ぎ
な
い
者
は
、
行
政
行
為
を
抗
告
す
る
か
し
な
い
か
の
決
定
を
一
次
的
に
(
匂
ユ
ヨ
阻
吋
)
打
撃
を
被
る

《
刊
μ
V

者
に
任
せ
る
べ
き
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
」
。
こ
の
③
の
原
則
的
観
点
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
場
合
と
し
て
、
べ
ッ
タ
1
マ
ン
は
ふ

た
つ
の
類
型
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、
行
政
庁
が
処
分
名
宛
人
に
対
し
て
第
三
者
へ
の
侵
害
行
為
宙
宮
崎
日
巾
)
を
命
ず
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
行
政
庁
は
当
該
侵
害
行
為
を
自
己
の
行
為
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
ひ
と
つ
は
、
一
次
的
に
打
撃
を
被
る
者
、
通
例
名
宛
人
が
、
と

り
わ
け
係
争
行
政
行
為
が
名
宛
人
に
と
っ
て
負
担
で
は
な
く
利
益
と
な
る
た
め
、
こ
れ
を
攻
撃
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
典
型
的
事
例
が
建
築
隣

人
訴
訟
で
あ
る
、
と
い
う
。

以
下
、

《
保
護
規
範
説
》
の
果
た
す
機
能
が
説
明
さ
れ
て
い
く
。

北法41(4・94)1554



3 

《
保
護
規
範
説
》
の
機
能

ベ
ッ
タ

l
マ
ン
は
、
今
世
紀
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
隣
人
訴
訟
を
許
し
て
い
た
オ

l
ス
ト
リ

l
の
判
例
に
お
い
て
、
抗
告
事

由
(
〉
丘

R
Z
g
m印肉円
C
E
O
)

と
裁
判
所
の
審
査
権
限
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
係
争
行
政
行
為
の
す
べ
て

ま
ず
、

の
違
法
が
審
査
さ
れ
、
取
消
(
〉
ロ
Pσσ
ロ
ロ
ぬ
)
を
正
当
化
す
る
の
で
は
な
い
。
原
告
(
〉
巳

R
Z
B門
目
。
ロ
)
の
保
護
を
目
的
と
す
る
規
範
を
侵

犯
す
る
(
話
ユ
O
R
C
よ
う
な
法
違
反
だ
け
が
取
消
を
正
当
化
す
る
。
行
政
行
為
が
す
べ
て
の
違
法
で
は
な
く
、
保
護
規
範
違
反
だ
け
を
理
由

に
抗
告
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
な
ら
、
行
政
行
為
は
保
護
規
範
違
反
の
み
を
審
査
さ
れ
、
『
保
護
規
範
違
反
』
だ
け
を
理
由
と
し
て
取
り
消
さ
れ

(き
f
o
Z
σ
g
)
う
る
。
L

(

二
重
鈎
内
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
事
態
は
し
か
し
西
ド
イ
ツ

V
w
G
O
一
一
三
条
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。

v
w
G
O
一
一
三
条
か
ら
わ
か
る
こ
と
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
い
う
。

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

寸
行
政
行
為
が
原
告
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
を
侵
犯
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
抗
告
さ
れ
う
る
と
き
、
行
政
裁
判
所
も
ま
た
、
行
政
行
為
を
こ
の

種
の
法
侵
犯
に
つ
い
て
だ
げ
審
査
し
、
そ
う
い
う
法
侵
犯
だ
げ
を
理
由
に
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
法
的
回
収
庇
を
理
由

に
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

v
w
G
O
一
一
三
条
一
項
一
文
は
、
か
行
政
行
為
が
違
法
で
、
原
告
が
『
そ
の
こ
と
に
よ
り
』
自
己
の
権
利
を
殴
損

さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
行
政
行
為
の
取
消
(
〉
三
官
σロ
ロ
閃
)
を
も
と
づ
か
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観
法
の
侵
犯
が
同
時
に
権
利
段
損
を
含
み
、

当
の
被
害
者
が
取
消
(
〉
c
p
m
σ
E
m
)
を
申
立
て
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
行
政
裁
判
所
は
係
争
行
政
行
為
を
取
り
消
し
(
宵
白
g
芯
話
口
)
、
取
消
訴
訟
を

認
容
す
る

(mg円
高
岳
巾
ロ
)
。
第
三
者
の
権
利
と
無
関
係
な
許
可
(
叩
E
ロ
ゲ
三
回
)
は
、
こ
の
第
三
者
を
保
護
す
る
規
範
に
反
し
た
と
き
に
か
ぎ
り
、

第
三
者
の
か
権
利
を
致
損
。
で
き
る
。
こ
の
法
違
反
に
よ
っ
て
の
み
、
第
三
者
は
そ
の
権
利
を
毅
損
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
法
違
反
を
理
由
と

し
て
の
み
許
可
の
取
消
を
求
め
ら
れ
る
。
行
政
行
為
に
付
着
し
う
る
他
の
す
べ
て
の
違
法
を
、
保
護
規
範
を
侵
犯
さ
れ
た
者

(
ω
n
y
E
B
2
5〈
2
・

Z
R
R
)
は
主
張
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
違
、
訟
に
よ
っ
て
彼
は
段
損
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
政
裁
判
所
も
ま
た
、
そ
う
い
う
違

法
を
審
査
で
き
ず
、
そ
の
者
の
た
め
に
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
L

(

引
用
符
原
文
、
二
重
鈎
内
原
文
イ
タ
リ
ツ
灯
)

「
隣
人
訴
訟
と
競
業
者
訴
訟
(
同

g
w
R
5
5
8
w
z
m
g
)
は
、
『
制
限
さ
れ
た
抗
告
事
由
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
制
限
さ
れ
た
適
法
性
審
査

北法41(4・95)1555



説

(河

R
Y
Z目
白
回
目

mwaz℃
門
氏

Em)
を
伴
っ
た
訴
訟
(
呂
田

m
g
(閃
g
n
y当

qrロ
)
)
』
で
あ
る
。
抗
告
、
審
査
、

業
者
を
保
護
す
る
規
範
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
」
(
二
章
一
鈎
内
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)

そ
し
て
取
消
は
隣
人
も
し
く
は
競

マ
ン
に
+
の
っ
て
、

み
ぎ
の
引
用
部
分
で
、
訴
訟
に
お
け
る
《
保
護
規
範
説
》
の
機
能
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、

《
保
護
規
範
説
》
は
、
抗
告
事
由
と
、
審
査
範
囲
を
、
そ
れ
ぞ
れ
制
限
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

v
w
G
O

ベ
ッ
タ

1
マ
ン
の
《
保
護
規
範
説
》
は
本
案
を
規
定
す
る
理
論
な
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
タ

l

北法41(4・96)1556

三A
詞聞

に
あ
っ
て
は
い
ず
れ
も
本
案
の
問
題
で
あ
る
。

4 

問
題
点

し
か
し
な
が
ら
、

べ
ッ
タ

l
マ
ン
の
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
が
み
ぎ
に
み
た
種
々
の
制
限
を
課
し
て
い
る
か
は
、
別
途
論
証
さ
れ

る
べ
き
問
題
で
あ
り
う
る
。
実
際
、

ベ
ッ
タ

l
マ
ン
も
憲
法
抗
告
(
〈

q
E
2
5
m∞σ
2
n
F君
。
円
門
ぽ
)
を
め
ぐ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が

こ
う
し
た
制
限
を
課
し
て
い
な
い
こ
と
を
大
要
次
の
よ
う
に
批
判
し
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
説
と
判
例
と
の
聞
に
は
懸
隔
が
あ

り
う
る
の
で
あ
る
。

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
O
条
一
項
に
よ
る
と
、
憲
法
抗
告
は
基
本
権
段
損
(
ぐ
q
Z
Rロロ
m
gロ
の

E
ロ骨
R
Y芯
ロ
)
に
の
み
依
拠
で
き
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
許
容
さ
れ
た
憲
法
抗
告
に
お
い
て
、
係
争
高
権
行
為
を
、
た
ん
に
基
本
権
違
反
(
し
か
も
抗
告
人
に
よ
っ
て

攻
撃
さ
れ
て
い
る
基
本
権
違
反
)
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
憲
法
違
反
に
つ
い
て
審
査
す
る
権
限
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
訴

《
叩
υ
》

訟
法
原
理
に
一
致
し
な
い
ば
か
り
か
、
法
律
違
反
で
あ
る
。
L

問
題
は
学
説
と
判
例
と
の
関
係
に
ば
か
り
あ
る
の
で
は
な
い
。
ベ
ッ
タ
1
マ
ン
に
お
い
て
も
、
行
政
行
為
に
よ
っ
て
直
接
打
撃
を
被
る
者
、

つ
ま
り
名
宛
人
が
原
告
に
な
る
場
合
に
は
、
行
政
行
為
の
す
べ
て
の
違
法
が
原
告
名
宛
人
の
権
利
を
段
損
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

行
政
行
為
は
原
告
を
法
的
に
困
難
な
状
況
に
し
て
い
る
(
『

R
Z
E
n
v
Z印
忌
君
。
ユ
)
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
こ
で
聾
損
さ
れ
る
の
は

違
法
な
強
制
か
ら
の
自
由
を
求
め
る
基
本
権
、
自
由
と
財
産
へ
の
違
法
な
侵
害
の
差
止
め
を
求
め
る
基
本
権
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
と



こ
ろ
が
、
「
そ
う
い
う
包
括
的
な
不
作
為
請
求
権
は
原
告
[
隣
人
]
に
義
務
を
課
さ
ず
、
権
利
を
削
減
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
原
告
の
利
益

(
円

E
2
2
m
g
)
に
反
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
他
の
第
三
者
[
建
築
主
]
に
利
益
を
与
え
る
行
政
行
為
[
建
築
許
可
]
に
対
し
て
は
存
し

な
い
。
こ
こ
で
は
、
原
告
を
保
護
す
る
規
範
の
侵
犯
に
原
告
の
不
作
為
請
求
権
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
隣

人
に
は
か
く
も
広
汎
な
《
包
括
的
不
作
為
請
求
権
》
は
承
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
ッ
タ

l
マ
ン
は
、
名
宛
人
が
原
告
の
場
合
だ
け
が
グ
権
利
毅
損
(
吉
抱
一
口
2

月

2
Z
2
5
ュ2
N
C
H
と
い
う
法
律
文
言
に
よ
っ
て
カ
バ
ー

さ
れ
る
と
い
う
。
「
こ
れ
に
対
し
て
、
保
護
規
範
侵
犯
に
も
と
づ
く
利
害
関
係
者
訴
訟

2
2
2
2
8
2
2
r
s
m巾
)
の
許
容
は
、
抗
告
権
(
〉
ロ
r
n
y
Eロ
mm-

z
p
m口
町
)
の
裁
判
官
に
よ
る
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
正
当
性
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
民
法
八
二
三
条
が
損
害
賠
償
法
上
、
保
護
法
律

(ω
門町三
Nm22N)

侵
犯
を
権
利
殿
損
(
〈
q
g
R
C
D
m
巾
E
2
2
Z巾片江戸、巾ロ

HNR宮
印
)
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
同
一
視
は
慣
習
法
と
し
て
発
展
し
て

き
た
準
不
法
行
為
的
な
、
ま
た
準
物
権
的
な
不
作
為
・
除
去
請
求
権
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
有
し
て
い
る
。
違
法
な
行
政
行
為
の
取
消
請
求
権
は

公
法
上
の
妨
害
排
除
請
求
権
の
一
形
態
な
の
で
あ
封
。
L

(

引
用
符
原
文
)

公法上の建築隣人訴訟は)

み
ぎ
引
用
部
分
を
含
め
、
全
体
と
し
て
み
て
も
な
お
、
な
ぜ
保
護
規
範
侵
犯
に
隣
人
の
不
作
為
請
求
権
は
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
な
ぜ
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
隣
人
の
基
本
権
は
話
題
に
な
ら
な
い
の
か
、
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
法
的
な
困
難
が
な
く
寸
権

利
鼓
損
」
の
な
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
保
護
規
範
を
媒
介
に
し
て
、
裁
判
官
が
い
わ
ば
法
創
造
し
た
も
の
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
隣
人
の
権
利
は
保
護
規
範
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
、
そ
の
他
の
権
利
、
特
に
基
本
権
の
登
場
し

な
い
理
由
は
説
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

(
1
)
同
(
〉
・
∞
2
Z円同同
Mmgpwwo-巾
戸
内
誠
一
在
日
向
丘
O
D
N
C吋
〈
巾
司
君
白
}
門
ロ
ロ
mmm巾吋町内
Y
E
n
y巾
ロ
〉
ロ
p
n
y
Eロ
m
w
Z白
nyα
己負円。山口}回目的口『巾
5
ロロ色

母
E
R
Z
S
H州
R
Z
.二
口
一
一
回
・
言
明
，
g
n
F
5
m
¥当
・
関
門
出
口
付

(
E
a
t
-
3
2印円買
5
B吋
出
血
E
W
F
E白
N
Z
5
3・。巾
σ
R
g
g
m・
5
2
w

ω
叶
同
『
]
〔
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呂
)
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ッ
タ
i
マ
ン
の
《
保
護
規
範
説
》
を
原
告
適
格
の
次
元
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
日
)
〉
白
(
)
(
司
ロ
-
H
)

・
ω
∞
∞
よ
り
詳
し
く
は
、
己
巾
「
印
・
;
。
自
の
q
r
F
Z〈
q
p
gロロ
mm吋巾
ny片
山
口
仏
巾
円
安
wnyg七日
nyc口
問
仏
g
∞
己
口
内
庁
間
〈
巾
江
田
印

印
E
m∞m
R
R
Z印3
・〉
α
H
N
H
申
告
-
∞

-
S由
民
・
(
印
宮
内
・
)
・
な
お
こ
こ
で
、
「
行
政
訴
訟
は
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
」
と
し
て
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
と
の
違
い
を
説
明
す
る
も
の
に
、
国
-
U
・』

R
E
P
-
-
E巾
の
巾
ヨ
巾
一
豆
町
田
]
印
ロ
ユ

2
σ
2
5内向巾ロ巾ヌ
J
ロ〈

E
・
5
叶町
uω
・吋
ωN
町内・

3
8
5庄
司
ロ

-B)
が
あ
る
。
憲
法
抗
告
制
度
を
客
観
的
統
制
制
度
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
参
照
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴

訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
一
五
五
頁
注
(
制
)
、
『
ド
イ
ツ
判
例
百
選
』
(
一
九
六
九
年
)
八
三
頁
(
遠
藤
博
也
執
筆
)
。

(
凹
)
〈
m一
・
白
血
(
)
(
明
白
・
同
)
w
ω

・
∞
由
同
・
一
〈
m
U
・
白
己
円
}
】
∞
〈
巾
門
戸
号
。
・
ピ
ュ
・
〈
・
由
・
一
-
-
H

甲
町
一
ア
の
何
日
一
-
w
H

∞同(同∞印)・

(
却
)
〉
白
(
)
(
司
ロ
・
同
)
w
ω

・
宰

(
幻
)
こ
の
疑
問
の
背
景
事
情
と
一
応
の
答
え
に
つ
い
て
、

4m戸
当
・
日
内
『
巾
Z
・
い
与
す
E
-
5
5
m
R宮
g
n
F
E
N
S仏
C
Z兵
吾
、
巾
河
R
Y
E
-

rOES--巾
J
Z一
回
-ad
・
開
ユ
門
町
田
巾
ロ
¥
巧
図
。
若
巾
¥
〉
〈
S
E
E
S
E
a
m
-
)
w
∞百円巾
B
門
日
巾
印
〈
句
者
国

-E口問団司
R
F
3
2
E
R
U
3
2
2耳目伴

内
ロ
司
(
リ
・
明
・
冨

gm巾
戸
呂
∞
印
w

∞・
5

H

R

(

N

C

M
片

岡

)

(
幻
)
〉
白
(
)
(
明
白
-
H
)
唱

ω・
記
・
ベ
ッ
タ
l
マ
ン
の
取
消
請
求
権
な
ど
に
つ
き
、
小
早
川
・
前
掲
書
注
(
問
)
六
八
頁
以
下
、

一
三
七
頁
以
下
参
照
。

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
方
法

現
在
、
学
説
上
、

一
般
に
、
あ
る
特
定
の
法
規
範
が
第
三
者
保
護
的
性
格
を
も
つ
か
否
か
は
、
文
言
・
体
系
連
関
そ
し
て
規
範
目
的
に
も

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
建
築
法
規
範
の
解
釈
の
具
体
的
あ
り
方
、

《
規
律
対
象
説
》
と
い
う
べ
き
学
説
が
最
近
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

と
づ
く
解
釈
(
〉

gumc口
問
)
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
、

判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
、
学
説
上
、

《
交
換
関
係
説
》
の
ほ
か

判
例
理
論
た
る
《
画
定
可
能
説
》
に
対
す
る
批
判
も
み
ら
れ
る
。

《
固
定
可
能
説
》
の
問
題
点
が
紹
介
さ
れ
る
。
順
に
検
討
す
る
。

北法41(4・99)1559



説論

《
交
換
関
係
説
》

川
《
交
換
関
係
説
》
の
具
体
的
内
容

《
交
換
関
係
説
》
は
す
で
に
繰
り
返
し
登
場
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、
最
も
整
理
さ
れ
た
ベ
ン
ダ
ー
/
ド

l
レ

ロ。
F
F
)

の
説
明
は
す
で
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
裁
判
官
(
現
長
官
)
ゼ
ン
ド
ラ

1
の
説
明

一
九
七

O
年
の
論
文
の
中
で
ゼ
ン
ド
ラ
!
は
、
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

(∞-
図
。
ロ
門
凶

2
・¥閉山・

北法41(4・100)1560

を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
B
プ
ラ
ン
が
特
定
地
域
を
、
住
居
地
域
で
あ
れ
工
業
地
域
で
あ
れ
、
指
定
し
た
な
ら
ば
、

B
プ
ラ
ン
は
整
っ
た
都
市
建
設
の
発
展
と
い
う
公
益

に
役
立
っ
て
い
る
。
計
画
の
根
拠
と
し
て
公
益
が
前
面
に
で
る
。
公
益
は
し
か
し
計
画
に
よ
っ
て
打
撃
を
被
る
所
有
者
の
利
益
と
調
整
さ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
計
画
は
、
た
と
え
ば
住
宅
建
設
の
み
を
許
し
、
そ
の
他
の
建
設
・
利
用
可
能
性
を
原
則
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
者

の
諸
々
の
利
用
可
能
性
を
必
然
的
に
制
限
す
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
重
大
な
制
限
に
、
同
様
に
重
要
な
利
得
が
結
び
付
く
。
こ
の
利
得

は
制
限
の
裏
返
し
で
あ
る
0

・
・
・
こ
の
調
整
と
、
こ
れ
に
結
び
付
く
利
得
と
損
失
の
相
互
依
存
と
は
、
必
然
的
に
、
計
画
に
服
す
る
人
々
の
連
鎖

す
る
依
存
関
係
を
も
た
ら
す
。
も
し
彼
ら
の
内
の
一
人
が
こ
の
調
整
関
係
か
ら
逃
げ
出
し
、
こ
の
者
に
、
別
種
の
、
事
情
に
よ
っ
て
は
よ
り
広
い
利

用
ま
で
も
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
計
画
に
服
す
る
他
の
人
々
か
ら
、
利
用
可
能
性
の
制
限
に
結
び
付
い
た
利
得
が
、
そ
の
利
用
可
能
性
の
[
逸
脱
者
に
]

対
応
す
る
拡
大
に
よ
る
調
整
を
得
る
こ
と
な
く
、
失
わ
れ
る
。
」

具
体
的
に
は
ど
う
か
。
み
ぎ
の
引
用
に
お
け
る
省
略
部
分
で
ゼ
ン
ド
ラ

l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
た
と
え
ば
、
住
居
地
域

の
土
地
所
有
者
は
彼
に
課
さ
れ
る
利
用
制
限
に
よ
っ
て
住
居
の
静
穏
と
い
う
利
得
を
得
、
工
業
地
域
の
土
地
所
有
者
は
静
穏
を
必
要
と
す
る

住
民
か
ら
の
様
々
な
苦
情
に
煩
わ
さ
れ
な
い
と
い
う
利
得
を
得
る
。
L

こ
の
よ
う
に
、

B
プ
ラ
ン
に
服
す
る
す
べ
て
の
土
地
所
有
者
の
聞
に
、
そ
の
時
々
の
指
定
に
応
じ
て
成
立
す
る
よ
う
な
、
土
地
利
用
可
能

性
の
制
限
と
利
得
と
の
相
互
依
存
関
係
の
こ
と
を
《
交
換
関
係
》
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
《
運
命
共
同
体

any-nE包
括

25-B'

与
え
仲
)
》
・
《
利
用
共
同
体
》
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
相
互
依
存
関
係
は
、

B
プ
ラ
ン
の
中
で
い
わ
ば
均
衡
を
保
っ
て
お
り
、



明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
均
衡
が
破
ら
れ
た
と
き
、
均
衡
を
回
復
す
る
手
段
と
し
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら

《
交
換
関
係
説
》
は
ま
ず
は
B
プ
ラ
ン
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。

(2) 

《
交
換
関
係
説
》
の
問
題
点
と
若
干
の
検
討

《
交
換
関
係
説
》
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
ま
ず
は
B
プ
ラ
ン
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

B
プ
ラ
ン
適
用
地
区
以
外
へ
の
適
用
に
は
困
難
が
生
ず
る
。
ゼ
ン
ド
ラ

l
も、

法
三
四
条
適
用
地
区
、
す
な
わ
ち
連
担
建
築
地
区
に
お
い
て
、
土
地
所
有
者
の
計
画
に
よ
る
法
的
拘
束
が
な
い
こ
と
、
権
利
者
(
百
出
関
与
φ

足。

F
Z
1
8
)
の
範
囲
は
明
確
に
は
画
定
で
き
な
い

(
E
n
Z
E
R
与
唱
g
岳
山
門
)
こ
と
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
《
交
換
関
係
(
〉
gZ5nyJNqE

F
M
F
E
田
)
》
の
な
い
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
本
説
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

②
つ
ぎ
に
、
ゼ
ン
ド
ラ
!
の
説
明
に
お
い
て
、
土
地
所
有
者
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
《
交
換
関
係
》
の
主
体
は
土
地
所
有
者

だ
け
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
判
例
分
析
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

③
最
後
に
、
最
も
肝
心
な
こ
と
は
、
連
邦
建
築
利
用
令
一
五
条
に
関
す
る
@
一
九
七
三
年
一
二
月
一
四
日
判
決
以
降
、
《
交
換
関
係
説
》

が
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
、
《
交
換
関

係
説
》
が
否
定
さ
れ
た
と
か
、
放
棄
さ
れ
た
と
か
い
う
こ
と
を
直
ち
に
は
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
《
交
換
関
係
説
》
は
な
ん
と
い
っ
て
も

B
プ
ラ
ン
に
関
す
る
理
論
な
の
で
あ
る
か
ら
、

B
プ
ラ
ン
の
解
釈
権
限
を
も
た
な
い
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
現
れ
な
い
の
も
い
わ
ば
当

然
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ま
た
《
交
換
関
係
説
》
の
応
用
範
囲
が
、
理
論
上
は
と
も
か
く
、
実
務
に
お
い
て
は
か

な
り
狭
い
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
《
交
換
関
係
説
》
《
画
定
可
能
説
》
の
登

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

場
状
況
を
振
り
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、

《
交
換
関
係
説
》
が
お
そ
ら
く
初
め
て
判
例
学
説
に
登
場
し
た
の
は
、
住
居
地
域
を
紛
争
舞
台
と
し
た
、

一
九
五
二
年
二
月
二
九

北法41(4・101)1561



説

日
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
判
例
分
析
の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
、
本
説
は
下
級
審
を
中
心
に
広
く
学
説
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
判
決
に
お
け
る
そ
の
意
義
に
は
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
@
一
九
七
三
年
二
一
月
一
四
日
連
邦
行
政

論

裁
判
所
判
決
に
も
本
説
は
顔
を
出
し
て
い
る
。
他
方
、
《
画
定
可
能
説
》
は
、
建
築
法
の
分
野
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
@
一
九
五
八

年
一
月
三
一
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
お
そ
ら
く
初
登
場
し
て
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
に
関
す
る
@
一
九
六
七
年
四
月
二
八
日
判
決
を
経

て
、
連
邦
建
設
法
三
五
条
二
項
に
つ
い
て
の
@
一
九
六
七
年
二
一
月
六
日
判
決
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
説
が

連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
事
実
と
し
て
並
存
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ゼ
ン
ド
ラ

l
も
、
み
ぎ
①
の
傍
点
部
分
で
、

《
交
換
関
係
説
》
と
と
も
に
《
画
定
可
能
説
》
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
判
例
の
分
析
検
討
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

建
築
法
に
お
い
て
は
《
画
定
可
能
説
》
が
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
事
案
の
状
況
か
ら
推
測
す
る
と
、
お
そ
ら
く
紛
争
場
面

が
B
プ
ラ
ン
や
、

《
交
換
関
係
》
を
語
り
易
い
側
面
後
退
距
離
に
関
連
し
た
も
の
か
ら
、

そ
れ
以
外
の
も
の
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
た
め
、

《
交
換
関
係
説
》
が
次
第
に
登
場
し
な
く
な
っ
た
の
で
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
も
現
在
、

B
プ
ラ
ン
に
関
す
る
ラ
ン
ト
下
級
審
の
判
決
に
お
い
て
も
《
交
換
関
係
説
》
が
言
及
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
本

説
の
存
続
自
体
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

B
プ
ラ
ン
の
解
釈
権
限
が
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
式
B
プ
ラ
ン
に

関
す
る
若
干
の
下
級
審
判
例
を
除
い
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
本
稿
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
の
検
証
は
残
念

な
が
ら
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

2 

《
規
律
対
象
説
》

《
規
律
対
象
説
》
の
具
体
的
内
容

《
規
律
対
象
説
》
は
、

ト
ゥ
リ
ア
!
大
学
教
授
、
フ
ロ
イ
ア
l
(同
・
回
目

5
円
)
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学

北法41(4・102)1562



(
閉
山
・

ω宮
古

σqm)
も
こ
れ
に
同
調
し
て
い
る
。

一
九
八
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、
「
『
隣
人
公
権
は
、
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
、
隣
人
間
の
利
用
の
整
序
、
調
和
そ
し
て

調
整
と
い
う
公
準
(
司

g
z
z
z
己
2
N口
。
丘
ロ
ロ
ロ

m-
〈
ゆ
円
円
円
以

mznyw包
門
戸

H
E
〉
z
t
E
B
Z口
問
)
に
よ
っ
て
規
律
し
、
平
衡
状
態
(
〉
己
認

Eny)

教
授
ヴ
ァ

l
ル

(
見
当
ω正)、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ク

ブ
ロ
イ
ア
1
は、

に
持
ち
込
む
建
設
計
画
・
建
築
法
の
諸
規
定
、
も
し
く
は
補
充
的
な
土
地
・
環
境
保
護
法
の
同
様
の
諸
規
定
の
適
用
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。
』

適
用
可
能
な
(
自
宅

g
岳
山
日
ロ
)
規
定
の
客
観
的
規
律
対
象
(
。
互
岳
己
認
ロ

momoED何
回
想

m
O
B
E
E
)
が
決
め
手
で
あ
る
。
」
(
二
重
鈎
内

原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)

と
し
た
。

公法上の建築隣人訴訟 (4) 

み
ぎ
論
文
は
寸
建
築
隣
人
保
護
の
実
体
法
構
造
を
解
明
す
る
試
み
」
の
寸
ス
ケ
ッ
チ
し
を
目
的
と
し
て

い
る
た
め
、
詳
し
い
説
明
は
な
い
が
、
次
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
正
式
B
プ
ラ
ン
適
用
地
区
に
お
い
て
は
、
建
築
的
利

用
の
用
途
指
定
の
み
な
ら
ず
、
密
度
指
定
に
も
隣
人
関
係
に
と
っ
て
有
意
味
な

(
E
n
v
σ
R
Z
Z
S
E
O
)
、
す
な
わ
ち
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を

規
律
す
る
法
規
範
(
ロ

R
F
E忌
岳

g
z
z
z
g
g
W
O
E
-円
E
R
m巳
E
O
H
N
o
n
Z
8
2
5
)
た
る
性
質
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
、
②
法
三
四
条

一
項
、
三
項
に
つ
い
て
も
同
様
。
ま
た
、
③
開
発
制
限
地
区
に
お
い
て
は
、
優
先
的
事
業
に
関
す
る
法
三
五
条
一
項
の
み
な
ら
ず
、
隣
人
間

の
利
益
紛
争
を
規
律
し
て
い
る
限
り
で
、
法
三
五
条
二
項
、
三
項
も
隣
人
関
係
に
と
っ
て
有
意
味
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
④

連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
二
二
条
以
下
も
、
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
規
律
し
て
お
り
、
隣
人
関
係
に
と
っ
て
有
意
味
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
。
特
に
③
④
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
感
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
要
す
る
に
、
《
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
規
律
す
る
規

範
が
隣
人
保
護
規
範
で
あ
る
》
、
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ブ
ロ
イ
ア

i
が
、
法
律
・
立
法
者
意
思
を
中
心
と
す
る
《
保
護
規
範
説
》
と
、
後
に
紹

介
す
る
基
本
権
に
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
を
認
め
た
判
例
理
論
と
を
組
み
合
わ
せ
て
本
説
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
隣
人

北法41(4・103)1563

具
体
的
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

公
権
は
、
建
築
監
督
庁
が
隣
人
間
の
利
益
状
況
に
平
衡
状
態
を
も
た
ら
す
よ
う
な
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
基
本
権
に
基
礎
を
持
つ
、
物
権



説

的
な
不
作
為
・
妨
害
排
除
請
求
権
と
し
て
登
場
す
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
物
権
的
請
求
権
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
隣
人
公
権
は
「
隣
人
の

具
体
的
な
打
撃
(
付
。
ロ
W
B
Z
回

2
E可
似
の
宮
山
関
口
口
問
)
」
を
要
件
と
し
て
い
る
、
と
プ
ロ
イ
ア
ー
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
本
説
は
基
本
権
と

の
関
係
を
正
面
か
ら
考
慮
し
て
い
る
な
ど
の
た
め
、
法
律
・
立
法
者
意
思
を
中
心
と
し
た
い
わ
ば
伝
統
的
な
《
保
護
規
範
説
》
と
区
別
し
て
、

論

《
新
保
護
規
範
説
》
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
説
に
つ
い
て
は
基
本
権
に
も
と
づ
く
判
例
学
説
の
検
討
の
後
、
あ
ら
た
め
て
取
り

上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(2) 

《
規
律
対
象
説
》
の
問
題
点
と
若
干
の
検
討

《
規
律
対
象
説
》
に
は
次
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
ま
ず
、
《
隣
人
関
係
に
と
っ
て
有
意
味
な
規
範
》
・
《
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
規
律
す
る
規
範
》
と
い
う
概
念
の
有
用
性
に
疑
問
が
あ

り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
さ
し
あ
た
り
プ
ロ
イ
ア
ー
ら
の
今
後
の
具
体
化
に
待
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
隣
人
範
囲
の
画
定
機
能
を

期
待
さ
れ
る
《
具
体
的
打
撃
》
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

②
理
論
的
に
は
以
下
の
点
が
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
字
通
り
に
《
規
律
対
象
》
だ
け
を
も
っ
て
保
護
規
範
た
る
こ
と
、
つ
ま
り
権
利

賦
与
規
範
た
る
こ
と
の
判
定
基
準
に
す
る
こ
と
は
、
《
立
法
者
意
思
》
の
要
素
を
完
全
に
は
捨
て
去
っ
て
い
な
い
伝
統
的
な
「
権
利
L

の
定

義
を
変
え
な
い
限
り
は
無
理
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
文
字
通
り
に
《
立
法
者
意
思
》
を
問
う
方
法
よ
り
は
客
観
的
で
、

よ
り
暖
味
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
れ
ば
か

そ
も
そ
も
す
で
に
ビ
ュ

l
ラ

1
に
い
う
私
益
保
護
性
要
件
の
判
断
基
準
は
、
規
範
の
実
際
的
保
護
機
能
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
し
、
そ
こ
で
は
ひ
と
た
び
私
益
保
護
性
要
件
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
、
も
っ
ぱ
ら
公
益
目
的
を
強
調
す
る
立
法
理
由
さ
え
、
必

ず
し
も
意
思
力
賦
与
性
要
件
の
充
足
を
否
定
す
る
決
め
手
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
パ
ツ
ホ
ブ
に
お
い
て
さ
え
、
《
立
法
者
意
思
》

は
歴
史
的
・
主
観
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
現
実
的
・
客
観
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
判
例
の
分
析
・
検
討
に
お
い
て
指

り
か
、
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摘
し
た
よ
う
に
、
判
例
上
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
に
お
い
て
、
「
係
争
権
利
利
益
の
種
類
と
そ
れ
へ
の
打
撃
の
程
度
」
が
重

《
画
定
可
能
説
》
も
《
立
法
者
意
思
》
を
基
準
に
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

下
級
審
な
が
ら
、

そ
の
適
用
が
み
ん
な
の
利
益
に
な
る
な
ら
公
益
保
護
規
範
、
特
定
の
人
々
の
利
益
に
な
る
な
ら
私
益
保
護
規
範
と
す
る
も

の
も
あ
っ
た
。

全
体
と
し
て
、
意
思
と
い
う
主
観
的
事
情
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
適
用
し
た
と
き
、
誰
が
利
益
を
得
る
か
と
い
っ
た
係
争
規
範
の
現
実

的
・
客
観
的
な
機
能
・
作
用
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ェ

l
リ
ン
グ
(
同
〈

-r胃
Em)
の
権
利
観
を
前
提
に
す
る
パ
ツ
ホ
フ
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
ビ
ュ

l
ラ
l
に
あ
っ

て
も
、
意
思
力
賦
与
性
要
件
の
と
こ
ろ
で
《
立
法
者
意
思
》
の
要
素
が
残
っ
て
い
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
国
法
学
・
行
政

法
学
の
伝
統
に
立
っ
か
ぎ
り
、
ど
う
い
う
形
で
か
は
と
も
か
く
、
《
立
法
者
意
思
》
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
規
範
の
文
言
・
体
系
連
関
、
そ
し
て
立
法
理
由
や
規
範
目
的
と
い
っ
た
《
立
法
者
意
思
》
と
、
規
範
の
現
実
的
機
能
・
作
用
と
い
う
、

二
つ
の
側
面
を
総
合
考
慮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
客
観
的
な
立
法
者
意
思
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
理
論
と
同
様
の
も
の
と
い

え
よ
う
か
。
こ
う
し
た
二
面
性
は
、
所
詮
、
意
思
と
い
う
内
心
の
事
情
を
客
観
的
に
し
か
探
る
こ
と
の
で
き
な
い
我
々
の
宿
命
な
の
で
あ
ろ

公法上の建築隣人訴訟(4)

h

っか。
3 

《
画
定
可
能
説
》
批
判
と
若
干
の
検
討

最
後
に
、
判
例
理
論
た
る
《
画
定
可
能
説
》
へ
の
批
判
を
検
討
す
る
。

川
《
画
定
可
能
説
》
批
判
の
具
体
的
内
容

①
本
説
の
目
的
は
建
築
主
の
保
護
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
建
築
主
を
保
護
す
る
必
要
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
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説

囲て
にい②
よる他
るg 。の
。つ分
ま野
りで
、は

訴
え隣
る人
権概
利念
をは
持関
つ係
(法
王規
aQの
与保
q 護
R 目
Z 的
両と

g室
隣施
人設
のの
範現
囲実
のの
制公
限巳

己主
B 昼
間丙
「 ロ・
('1) ;;; 

REL 
Z 

話影
)響

は範
建囲
築と
案に
のよ
現つ
実て
の決
妨め
害ら
範れ

論

③
建
築
法
以
外
に
、
保
護
さ
れ
た
人
々
の
・
数
的
に
制
限
さ
れ
た
範
囲
と
い
う
要
件
を
課
す
も
の
は
な
い
。

④
権
利
者
の
明
確
に
画
定
さ
れ
た
範
囲
を
教
え
て
く
れ
る
規
範
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
。

叩
批
判
の
問
題
点
と
若
干
の
検
討

み
ぎ
の
批
判
の
う
ち
①
③
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
建
築
主
を
隣
人
以
上
に
保
護
す
る
必

要
は
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
は
言
え
よ
う
が
、
建
築
主
の
保
護
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
営
業
法
(
現
行
・
連
邦
イ
ン
ミ
ツ
シ
オ
ン
防
止
法
)
・
原
子
力
法
な
ど
に
お
い
て
、
た
し
か
に
《
画
定
可
能
説
》
は
登

場
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
制
度
に
あ
っ
て
は
、
計
画
確
定
手
続
類
似
の
、
事
前
の
行
政
手
続
が
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
事
業
計
画
案
は
新
聞
な
ど
を
用
い
て
公
示
さ
れ
、
異
議
申
出
手
続
と
討
論
会
な
ど
を
経

て
、
施
設
な
ど
の
許
可
が
交
付
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
行
政
行
為
の
事
前
告
知
と
も
い
う
べ
き
制
度
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
異
議
申
出
期
間
内
に
異
議
の
申
出
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
後
日
下
さ
れ
る
施
設
許
可
な
ど
に
対
し
原
則

と
し
て
行
政
訴
訟
を
提
起
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
潜
在
的
原
告
は
、
特
別
な
事
情
、
も
し
く
は
事
情
変
更
の
な
い
か
ぎ
り
、
一

O

O
パ
ー
セ
ン
ト
事
業
者
に
判
明
す
る
。
周
囲
何
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
者
が
実
際
に
出
訴
で
き
る
か
は
、
そ
の
次
の
問
題
で
あ
る
。
多
く
の

論
者
は
こ
う
し
た
計
画
確
定
的
手
続
を
有
す
る
法
制
度
と
建
築
法
と
の
違
い
を
無
視
し
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
「
二
重
効
果
的
行
政
行
為

は
、
手
続
法
的
に
は
、
異
議
申
立
て
を
提
起
し
得
る
よ
う
に
、
利
害
関
係
の
生
じ
得
る
も
の
に
対
し
て
十
分
な
法
的
聴
聞
の
機
会
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
」
と
い
う
の
は
、
計
画
確
定
(
的
)
手
続
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
建
築
許
可
手
続

ま
た
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に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
事
前
に
隣
人
か
ら
異
議
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
免
除
を
な
す
と
き
だ
け
な
の

で
あ
る
。
ま
た
、
免
除
を
伴
わ
な
い
通
常
の
建
築
許
可
も
違
法
な
場
合
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
(
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
違

法
な
)
建
築
許
可
は
(
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
)
権
利
を
盟
損
さ
れ
る
隣
人
す
べ
て
に
は
告
知
さ
れ
な
い
の
が
通
常
な
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
出

訴
期
間
の
進
行
は
、
原
則
と
し
て
行
政
行
為
の
告
知
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
他
の
法
分
野
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
建
築
法
に
お
い
て
は

《
権
利
者
の
範
囲
が
画
定
可
能
で
あ
る
こ
と
》
と
い
う
の
は
、
建
築
許
可
を
頼
り
に
し
て
い
る
建
築
主
に
と
っ
て
(
解
釈
論
上
の
可
能
性
と

し
て
、
建
築
主
に
、
建
築
行
政
庁
に
対
す
る
隣
人
へ
の
告
知
実
施
請
求
権
を
認
め
る
と
き
、
建
築
行
政
庁
に
と
っ
て
も
)
、
不
可
欠
の
要
求
だ

と
い
〉
え
卜
で
フ
。
会
凹
定
可
能
説
》
を
お
そ
ら
く
初
め
て
採
用
し
た
@
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
判
決
の
事
案
は
、
婚
姻
承
認
を
故
人
の
兄

弟
が
争
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
建
築
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
に
関
し
て
も
こ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
水
法

さ
ら
に
、

上
の
許
可
(
t弔
問
的
印

R
R
Z
-
w
y
o
開ユ
mEσ
口
一
回
)
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
も
《
画
定
可
能
説
》
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

公法上の建築隣人訴訟(4)

建
築
法
以
外
で
《
画
定
可
能
説
》
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
者
が
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
、
批
判
②
④
は
そ
れ
ぞ
れ
正
当
な
指
摘
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
、
明
確
に
《
画
定
》
さ
れ
た
権
利
者
の
範
囲
を

教
え
て
く
れ
る
建
築
法
規
範
な
ど
、

B
プ
ラ
ン
の
指
定
と
側
面
後
退
距
離
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
(
こ
の
こ
と
自
体
、
判
例
に
即

し
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
)
営
業
法
(
イ
ン
ミ
ツ
シ
オ
ン
防
止
法
)
、
原
子
力
法
な
ど
に
お
い
て
、
係
争
施

設
か
ら
生
ず
る
と
予
想
さ
れ
る
現
実
の
影
響
範
囲
に
よ
っ
て
権
利
者
範
囲
の
《
画
定
》
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
《
画
定
可
能
説
》
に
よ
っ
て
隣
人
保
護
規
範
た
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
る
建
築
法
規
範
は
か
な
り
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
他
の
法
分
野
と

の
聞
に
権
利
者
範
囲
の
《
画
定
》
方
法
の
点
で
違
い
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

《
画
定
可
能
説
》
の
特
色
を
さ
ら
に
探
る
た
め
、
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
例
と
し
て
、
住
居
地
域
内
に
違
法
に
許
可
さ
れ
、
し
か
し
周
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説

辺
に
影
響
を
与
え
な
い
営
業
施
設
を
と
り
あ
げ
、
検
討
を
試
み
る
。
ま
ず
、
も
つ
ば
ら
《
現
実
の
影
響
・
打
撃
》
と
い
う
基
準
を
用
い
る
と

す
る
と
、
こ
こ
で
は
権
利
者
範
囲
の
《
画
定
》
は
獲
得
で
き
な
い
。

論

《
現
実
の
影
響
・
打
撃
》
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

可
能
説
》
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
住
居
地
域
内
の
す
べ
て
の
土
地
所
有
者
に
取
消
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
結
論
に
対
し
、
ま
ず
一
切
の
《
打
撃
・
影
響
》
が
な
い
の
に
、
用
途
指
定
違
反
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
隣
人
訴
訟
を
認
容
す
る
の
は

お
か
し
い
と
の
疑
問
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
概
念
上
、
打
撃
が
な
い
の
に
権
利
段
損
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
《
権
利
盟
損
H
権
利
へ
の

打
撃
+
違
法
》
と
い
う
定
義
に
照
ら
し
て
疑
問
だ
、
と
考
え
る
も
の
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
疑
問
と
は
別
に
、
判
例
の
分
析
検
討

に
お
い
て
、
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
に
際
し
、
「
権
利
利
益
へ
の
打
撃
の
程
度
L

が
な
ん
ら
か
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、

ま
た
《
規
律
対
象
説
》
の
検
討
に
お
い
て
、
《
立
法
者
意
思
》
の
探
求
に
あ
た
り
、
規
範
の
現
実
的
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
そ

れ
ぞ
れ
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
さ
ら
に
@
一
九
六
七
年
判
決
も
規
範
自
体
か
ら
権
利
者
範
囲
の
《
画
定
》
の
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し

つ
つ
、
「
著
し
い
鍛
損
の
排
除
」
(
傍
点
引
用
者
)
を
語
っ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
判
例
学
説
に
お
い
て
、
実
際
に
は
《
打
撃
・
影
響
》

も
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
《
打
撃
・
影
響
》
の
意
義
は
、
少
な
く
と
も
本

稿
が
扱
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
未
解
明
の
状
態
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
《
画
定
可
能
説
》
、

ニト」、

し
た
が
っ
て
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
が
採
用
す
る
《
保
護
規
範
説
》
は
、
実
際
の
適

一
般
的
に
構
え
ら
れ
た
枠
組
み
自
体
を
み
る
と
、
《
打
撃
・
影
響
》
を
排
除
し
て
い
る
点
で
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る

ま
た
こ
う
し
た
抽
象
的
次
元
で
ひ
と
た
び
隣
人
保
護
規
範
た
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
れ
ば
、

用
態
様
は
と
も
か
く
、

た
が
っ
て
相
対
的
な
問
題
と
は
無
関
係
に
、
隣
人
訴
訟
の
認
否
を
左
右
し
う
る
点
で
、

で
き
る
よ
う
に
思
う
。

《
打
撃
・
影
響
》
と
い
っ
た
量
的
な
、
し

い
わ
ば
絶
対
的
な
も
の
と
も
い
い
う
る
こ
と
を
指
摘

《
画
定
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4 

ま
と
め

《
画
定
可
能
説
》
が
目
指
す
建
築
主
保
護
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、

さ
ら
に
建
築
行
政
庁
の
保
護
)

と
い
う
目
的
は

以
上
の
検
討
の
結
果
、

正
当
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
民
事
訴
訟
(
た
と
え
ば
、
所
有
権
に
も
と
づ
く
妨
害
排
除
請
求
訴
訟
)
に
お
い
て
、
建
築
主
保
護
の
観
点
か
ら
、
原
告
範
囲

の
画
定
を
要
求
す
る
例
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
民
事
訴
訟
が
原
則
的
に
事
後
的
救
済
手
段
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
築
物
か
ら
生
ず
る
《
現
実
の
影
響
・
打
撃
》
に
よ
っ
て
原
告
の
範
囲
が
確
定
(
画
定
)

さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
に
対
し
、
建
築
許
可
取
消
訴
訟
に
あ
っ
て
は
、
用
途
違
反
建
築
物
な
ど
の
よ
う
に
周
囲
に
現
実
的
な
影
響
を
与
え
な
い
特
定
の
建
築
物

が
あ
り
う
る
ほ
か
、
建
築
許
可
に
よ
り
、
現
実
の
被
害
の
発
生
に
先
だ
っ
て
、
建
築
主
と
周
辺
隣
人
ら
と
の
間
で
利
益
調
整
が
な
さ
れ
う
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
事
前
の
利
益
救
済
と
い
う
、
民
事
訴
訟
に
対
す
る
取
消
訴
訟
制
度
の
原
則
的
長
所
が
、

こ
こ
で
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

* 

* 

* 

次
に
基
本
権
に
も
と
づ
く
建
築
隣
人
訴
訟
を
認
め
た
判
例
の
分
析
検
討
へ
と
進
も
う
。
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な
く
、

法
律
の
目
的
で
も
あ
る
の
か
、
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
ま
ず
法
律
(
の
巾
認
定

g
g丘
町
ユ
丘
町
ロ
)
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
〉
)
・

(
却
)
以
上
に
つ
き
、
さ
ら
に
参
照
、
村
上
淳
一
『
近
代
法
の
形
成
』
(
一
九
七
九
年
)
一
九
三
頁
注

(
9
)
(
「
イ
ェ

l
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、

権
利
は
『
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
』
と
し
て
国
家
意
思
に
依
存
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
倹
つ
て
は
じ
め
て
守
公
権
』
の
観
念

も
承
認
の
可
能
性
を
見
出
し
え
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
『
公
法
』
の
体
系
化
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
)
。

(
汎
)
こ
の
点
に
、
へ
ン
ケ
(
者

E
g
z
w
巴

g
g
Z岳
立
話
。
片
岡
g
E
n
z
m
R
F
F
5
2
)
、
バ
ル
ト
ゥ
ル
ス
ペ
ガ

l
(戸
田
白
邑
告

R
m巾
F
b
s

U
-
Z
B
B白
色
巾
印
ぴ
白
色

-nZロ
Z
同門町
σ白吋吋
2
5
m
J
〈
句
者
〉
吋

nz・
5
2・
ω・
自
民
)
の
公
論
権
の
功
績
と
不
備
が
一
不
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ

う
か
。
彼
ら
は
主
観
的
な
立
法
者
意
思
を
強
調
す
る
代
わ
り
に
、
規
範
の
現
実
の
作
用
を
重
視
す
る
理
論
を
提
唱
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

こ
こ
に
功
績
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
、
彼
ら
は
規
範
の
現
実
作
用
に
の
み
公
権
の
根
拠
を
求
め
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ

に
不
備
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
〈

m-・河・

ωnyo】
N-
当
日
江
田
岳
山
芦
田
宮
内
田
町
内
宮
ロ
ロ
仏
印
ロ
σ}巾
宮
守
巾
円
問
。
口
付
ロ
コ

g
R
g
n
F
E
N
-

E
ロ・

ω・
5
印一回

z
z
q
-
白
血
(
)
(
司
ロ

-HH)w})〈
巴
・

5
g
-
ω
・
お
∞
・
も
っ
と
も
、
我
々
に
は
、
こ
の
伝
統
的
な
立
法
者
意
思
説
を
放
棄
す
る
理

論
的
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
計
画
法
分
野
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
保
護
規
範
説
の
適
用
を
否
定
す
る
者
が
い
る
。
〈
m
四
日
・
民
自
国
・
戸
内
丘
-2F

b
日巾

ω与
え

Nロ
2
5
p
g吋
ぽ
回
一
旦
巾
『
口
町
田
正
母
ヨ
ポ
ぐ
品
目
町
一
口
巾
『

5
0骨
5
8
ロ
cm自
由
Z
W
骨
円
立
田
口
巾
司

2
5
8
〉
ず
さ
帥

m
g
t・-wd可
児

論
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公法上の建築隣人訴訟 (4) 

E
E
-
m山'
H
R
(参
照
、
大
西
有
一
一
寸
取
消
違
法
事
由
の
制
限
に
関
す
る
一
考
察
|
|
西
ド
イ
ツ
計
画
法
と
保
護
規
範
説
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

北
大
法
学
論
集
四

O
巻
五
日
六
号
上
巻
二
九
九

O
年
)
六
一
二
頁
以
下
、
六
三
八
頁
以
下
)
・

(
幻
)
ぐ
包
・
∞
白
ユ
]
印
匂
q
m
m
F
E
-
C
(百
戸
出
)
・

ω・
臼
・
。
・
同
巾
ヨ
ロ
白
色
叩
切
り
巾
吋
閉
山
巾
門
町
宮
田
n
v
c
R
円四
g

Z
白
nzσ
白
2
-
5
回白己円巾門司
F
E
E
-
ω

口吋

(
〈
建
築
主
に
対
す
る
危
険
は
隣
人
訴
訟
以
上
に
自
己
の
利
得
の
み
を
追
求
し
建
築
し
よ
う
と
す
る
建
築
主
自
身
の
態
度
に
あ
る
〉
)
・

(
お
)
〈
m--
∞卸吋丹}印宮門
mRw
白血。

(3・
2
)
・
ω
-
E
T
d司
'
H
P
P
E
g
g
-
H包
括
n
v
E
n
y
q
Z
R
5
R
R
E
R
J
Z
Z
H
N
E
g
w
ω
・
巴
(
∞
品
)

(
営
業
法
一
六
条
以
下
の
規
律
を
受
け
る
有
害
施
設
に
関
す
る
回
〈
巾
司
君

p
dユ・
4
・
E
・
g
・
呂
町
叶
wH)〈
E
-
s
g
w
ω
・
呂
町
内

(ω
昂
)
を
引
用

し
て
い
る
)
・

(
出
)
ぐ
包
・
富
田
号
民
間
巾
F
白
血
(
)
(
司
ロ
・
同

)w(υ
・
ωω
一
ロ
ロ
R
出
血
(
)
(
句
ロ
・
由
)wω
・叶
N
H
B芹
司
p
ピ・

(
お
)
〈
包
・

ω
n
E
W
Y
S
F
3
U
B
ぴ回口円巾
n
z
E
n
y巾
の
ぬ
σ0円己
R
H
N
C
n
w∞-nFE釦
}MHHMmJU〈
巴
・
早
∞
デ

ω・
∞
吋
印
町
内
・
(
∞
叶
∞
)
一
冨
同
号
己
門
mqw
白血()

(司ロ
-H)wh・
ωω
一
〈
関
戸
山
口
ny
∞
〈
巾
司
君
。
-
C
2
J
N・
Z
-
P
H
D∞
P
Z〈
さ
N
E∞戸

ω・
8
申
『
・
(
品
CU)H
』ロ
ω
邑
∞
戸

ω・
叶
印
回
目
(
〉
ロ
ヨ
巾
ユ
自
口
問

4
・回以・

ω巾一同
HH巾吋)・

(
松
山
)
営
業
法
・
原
子
力
法
上
の
許
可
手
続
と
計
画
確
定
手
続
と
は
通
常
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
冨
・

HN門
}
ロ
包
}
巾
丘
町
閉
門
戸
田
口
町
5

2ロ
尚
一
口
向
日
白
日

虫
白
ロ
ロ
ロ
m印円巾
n
z・
5
∞
AYω
・
呂
田
同
町
・

5
N
同町

-
S
O
R
-
-
M
-
∞白色ロ門担

:
b一巾
ω
gロ品。円
Z
E
m
n
Z
E
Zロぬ

σ巳
門
】
巾
『
巴
ロ
Z
E巾
F
5
2
m
g巾
E・

g
-
m
g
m
g
-円
三
回
ロ
ロ
ロ
m∞B
n
F
E
n
F何
百
四
ロ
印
nFEm--w
∞
ミ
〈
巴
-Hua-
∞
・
臼
印
片
岡
一
成
田
頼
明
編
著
『
行
政
手
続
の
比
較
研
究
』
(
一
九
八

一
年
)
五
二
頁
(
「
類
似
し
て
い
る
」
)
、
六
四
頁
(
寸
似
た
も
の
」
)
、
ぺ

i
タ
1
・
パ
ド
ゥ

l
ラ
(
村
上
武
則
訳
)
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
・

行
政
法
に
お
け
る
技
術
的
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
四
・
完
)
」
自
治
研
究
六
四
巻
九
号
(
一
九
八
八
年
)
三
頁
以
下
、
一

O
頁
以
下
。

(
幻
)
参
照
、
大
西
有
二
寸
異
議
申
立
排
除
の
効
力
と
住
民
の
参
加
責
任

l

|
西
ド
イ
ツ
原
子
力
発
電
所
許
可
手
続
を
め
ぐ
っ
て

l

i
」
北
大
法
学

論
集
三
三
巻
二
号
(
一
九
八
二
年
)
四
三
三
頁
以
下
。

(
招
)
こ
の
問
題
を
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
に
、
四
四
吋
関
2
・
世
田
(
)
(
司
ロ
・

5
)
が
あ
る
。

(
ぬ
)
〈
m戸
田
口
門
町
』
・

ω門町当白
}umwww〉ロ
B
R
W
E口問
N
ロ
∞
〈
白
『
君
。
・

C
2・
4
・同∞・

ω
-
E∞
ω
J
U〈
回
F
E
E
-
ω
e
E
C
R・
(
E
N
h
)
・

(ω)
ぺ
l
タ
l
・
パ
ド
ゥ

l
ラ
(
宮
崎
良
夫
・
木
佐
茂
男
訳
)
寸
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
・
行
政
法
に
お
け
る
技
術
的
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
二
)

L

自
治
研
究
六
四
巻
六
号
ご
九
八
八
年
)
一
九
頁
以
下
、
二
二
頁
。

(HU)
〈
m戸
山
口
n
y
ω
n
y巾ロ
wmw
回目()(司ロ・

ωω)
咽

ω・∞九日・
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説

(
必
)
〈
包

-
u
o
E
p
b
-巾
開
ロ
耳
目
n
E
g
m
己巾印

α町内巾ロ
E
n
Zロ
∞
2
5
n
y
g
E
3
¥吋∞

j
z』
者
昌
司
・

ω・
∞
∞
由
(
包
∞
)
・

(
日
)
〈
ぬ
戸
∞
〈
巾
HI君
。
WCHB同・〈・

2
H
0・
呂
町
、
戸
口
〈
切
戸

EAWMYωω
印町内・

(ω
品
)
一
回
〈
巾
『
者
。
-
Cユ
〈
-NN・申
-
H
2一
?
の
開

NFω
色

(ω
品品目)・

も
っ
と
も
、
影
響
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
は
、
実
際
に
は
大
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
近
年
、
原
子
力
発
電
所
か
ら
二
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
は
な
れ
て
い
る
原
告
に
つ
き
、
原
告
適
格

(
V
w
G
O
四
二
条
二
項
)
の
承
認
に
必
要
な
主
張
の
程
度
を
重
く
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判

決
が
出
さ
れ
た
(
∞
〈
R
岩
戸
ロ
ュ
・
〈
-NN・巴・

5
g唱
の
開

E
-
N
g
)
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
、
憲
法
抗
告
が
な
さ
れ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

第
二
部
以
、
権
利
侵
害
の
可
能
性
が
直
ち
に
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
第
三
者
に
、
名
宛
人
以
上
の
要
求
を
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
(
毛
色
白

g
n
y豆
己
立
関
口
。
門
町
ロ
ロ
Nロ
ヨ
ロ
号
同
吋
)
と
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
の
合
憲
を
確
認
し
た
(
∞
〈
巾
ュ

ρ
∞巾
R
E
4・印

HO--u∞
N・
2
〈
名
N

zg-
∞
-

N
∞
一
司
区
・
白

R
F
F
E
n
-
E
O
(明ロ
-
H
)
噌

ω・
民
会

B
R
司ロ

-
S
)
。
参
照
、
本
稿
第
三
章
第
一
節
第
二
款
同
の
4

(
ま
と
め
)
。

(
叫
)
た
だ
し
、
他
の
法
分
野
で
は
原
告
の
権
利
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
建
築
法
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
原

告
に
権
利
が
あ
る
か
が
関
わ
れ
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
が
探
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
画
定
の
意
味
に
違
い
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

(
必
)
こ
の
定
式
は
、
必
ず
し
も
権
利
へ
の
打
撃
と
違
法
と
が
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
特
に
留

意
さ
れ
た
い
。

(
必
)
〈
関
戸
田
口
門
町
∞
〈
句
者

p
cュ
・
〈
-H吋
N

Eロ
・
ロ
〈

E
・
5

コ-ω
・
叶
巴
(
叶
印
印
)
・

(
U
)
〈
m戸
司
・
】
印
}
内
C
ダ

3
N
Z
円

g
g山門
Z
W
Y巾
ロ
∞
巾
巾
一
口
同
吋
間
門
町
件
前
向
ロ
ロ
関
門
同
町
田

Z
同門}戸
σ国
司
ロ
山
円
出
回
白
ロ
『
巾
円
}
戸
グ

C
仏巾吋一

B
E
-
g白
ロ
O
ロ門戸同吋白同

匂

E
2
2
1
J
切
さ
M
N
E∞
Pω
・同町内・一

ω
n
y
g広
ケ
〉
回
目
白
ロ
P
白
血
。
(
司
ロ
-H)
咽閉山門凶
-
H
g
Nロ
〉
3
・
巴
〉
σ印
・
【
〈
(
事
実
上
の
打
撃
が
な
い
、

さ
さ
い
だ
、
と
い
う
の
は
、
権
利
段
損
を
排
除
し
な
い
。
)
・

(
組
)
〈
包
・
垣
島

F
E
C
(
E・
E-
∞
・
宮
町
一
回
・

ω円
寄
包
門
戸
=
〉
ロ
g
R
w
g
m
Nロ
∞
〈

m
z
p
巴
ユ
・
〈
-
E
H
N
-
E吋
ω
J
U〈
E
・
5
2・
ω・
ω
S・

町内・

(ω
酌

N
)

・

(
的
)
な
お
、
関
係
者
隣
人
範
囲
の
画
定
の
問
題
に
つ
き
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
最
近
、
画
定
条
件
の
承
認
を
緩
和
す
る
方
向
で
修
正
さ
れ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ぐ
尚
一
-
∞
〈
句
者
戸
〈
・

5
∞・

5
g・
2
ぐ
当
N

日申告・

ω
8
U
同・

2
3
)
(〈
立
法
者
が
明
文
で
関
係
者
の
排
除
権
を
根
拠
づ

け
る
の
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
釈
が
な
さ
れ
る
。
歴
史
的
立
法
者
意
思
の
成
立
史
か
ら
第
三
者
保
護
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
規
範
が
明
文
で

w
関
係
者
の
画
定
で
き
る
範
囲
。
を
示
し
て
い
な
く
と
も
よ
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
判
例
は
修
正
さ
れ
る
。
〉
)
・

三ε、
日開
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